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スペイン憲法裁判所における条約の合憲性審査
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一
　
は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
「
憲
法
改
正
の
限
界
」
を
論
じ
る
上
で
重
要
な
憲
法
裁
判
所
制
度
と
同
裁
判
所
の
条
約
に
関
す
る
合
憲

性
審
査
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
ス
ペ
イ
ン
現
行
憲
法
が
改
正
さ
れ
た
事
例
ま
た
は

改
正
が
検
討
さ
れ
た
事
例
は
す
べ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
憲
法
典
に
二
つ
の
改
正
手
続
条
項
を
有
す
る

た
め
、
一
つ
し
か
改
正
手
続
条
項
を
有
し
な
い
場
合
と
比
べ
、
同
裁
判
所
の
判
断
範
囲
が
広
が
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
③
制
度
上
可
能

だ
と
し
て
も
、
第
一
六
八
条
第
一
項
に
列
記
さ
れ
た
条
文
に
つ
い
て
改
正
の
必
要
性
を
同
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
疑
問

が
残
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
は
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
憲
法
改
正
問
題
を
論
じ
る
上
で
、
制
度
、
事
例
、
学
説

に
お
い
て
代
表
的
な
議
論
を
紹
介
す
る
、
い
わ
ば
前
提
資
料
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
い
る
。

　
一
九
七
八
年
に
制
定
さ
れ
た
新
憲（
₁
）法は
、
フ
ラ
ン
コ
独
裁
体
制
か
ら
の
決
別
を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
ス
ペ
イ
ン
が
新
体
制
の
下
、
民

主
化
政
策
を
推
し
進
め
て
い
く
こ
と
を
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
新
憲
法
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
憲
政

史（
₂
）上で
設
置
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
憲
法
裁
判
所
制
度
を
復
活
さ
せ
た
の
だ
が
、
か
つ
て
の
も
の
に
比
べ
現
在
の
憲
法
裁
判
所
に
は
、
独
裁

体
制
の
反
省
も
踏
ま
え
広
範
な
憲
法
保
障
に
つ
い
て
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
裁
判
所
の
果
た
す
役
割
が
大
き
く

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
憲
法
改
正
限
界
論
に
つ
い
て
研
究
す
る
過
程
で
も
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
ス

ペ
イ
ン
憲
法
裁
判
所
の
構
成
と
権
限
に
つ
い
て
整
理
し
た
上
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
憲
法
裁
判
所
と
も
比
較
し
つ
つ
、
ス
ペ
イ
ン
の
制

度
の
特
徴
的
な
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
く
。
次
に
、
憲
法
裁
判
所
が
、
条
約
に
つ
い
て
判
断
し
た
事
例
と
し
て
、
一
九
九
二
年
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
連
合
創
設
に
関
す
る
「
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
」（El tratado de M

aastricht
）
の
批
准
と
二
〇
〇
四
年
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
条

約
」（El tratado de la Constitución Europea

）
の
批
准
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
、
同
裁
判
所
の
条
約
審
査
に
対
す
る
姿
勢
の
変
化
に
つ
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い
て
考
察
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
条
約
の
批
准
に
伴
い
生
じ
得
る
憲
法
と
の
抵
触
問
題
を
素
材
に
、
憲
法
が
こ
れ
ら

の
問
題
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
適
応
し
て
い
る
の
か
を
概
観
す
る
。
ま
た
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
は
、
他
国
に
比
べ
特
殊
な
改
正
手
続
条
項

を
有
し
て
お（
₃
）り、
特
に
第
一
六
八
条
第
一
項
（el procedim

iento agravado de reform
a constitucional

）
に
列
記
さ
れ
て
い
る
本
質
的
改

正
手
続
を
要
す
る
事
項
の
存（
₄
）在は
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
秩
序
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
裁
判
所
の
決
定
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
改
正
条
項
が
設
置
さ
れ
た
理
由
は
、
憲
法
を
安
定
的
に
運
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ（
₅
）る。

ス
ペ
イ
ン

に
お
い
て
「
憲
法
」
と
い
う
文
言
は
、
主
に
二
つ
の
表
記
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
はConstitución

で
、
も
う
一
つ
はD

erechos 

Políticos

で
あ
る
。
前
者
は
、
国
家
の
基
本
的
な
構
造
に
関
す
る
法
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
後
者
の
よ
う
に
政
治
の
諸
法
と
い
う
捉
え

方
も
ま
た
ス
ペ
イ
ン
で
は
一
般
的
で
あ
る
。
ま
た
、
国
内
問
題
と
し
て
は
、
内
戦
を
経
験
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ス
ペ
イ
ン

国
内
の
勢
力
が
大
き
く
分
け
て
王
党
派
と
共
和
派
が
フ
ラ
ン
コ
独
裁
を
経
験
す
る
以
前
か
ら
存
在
し
、
国
の
統
治
形
態
が
安
定
的
で
は
な

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
と
類
似
す
る
部
分
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
憲
法
に
お
い
て
憲
法
運
用
の
部
分
で
取
り
入
れ
ら
れ

た
の
は
、
主
に
ド
イ
ツ
流
の
憲
法
裁
判
所
を
中
心
と
し
た
抽
象
的
違
憲
審
査
制
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ナ
チ
ス
の
経
験
か
ら
憲
法
裁
判
所

の
導
入
に
至
っ
た
ド
イ
ツ
に
倣
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
は
法
文
化
や
そ
の
歴
史
は
フ

ラ
ン
ス
に
倣
っ
た
も
の
が
多
い
が
、
独
裁
体
制
崩
壊
後
は
ド
イ
ツ
を
参
考
に
憲
法
裁
判
所
制
度
を
構
築
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
次
章
で
は
、
憲
法
裁
判
所
が
条
約
の
合
憲
性
審
査
を
始
め
と
す
る
憲
法
保
障
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
の
か
考
察
し
た
い
。

二
　
憲
法
裁
判
所
の
構
成
と
権
限

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
関
す
る
条
約
の
批
准
に
際
し
て
憲
法
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
形
で
憲
法
を
運
用
（
解
釈
か
第
一
六
七
条
改
正
か
第
一
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六
八
条
改
正
か
）
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
憲
法
改
正
に
当
た
っ
て
国
民
投
票
を
必
要
と
し
な
い
ド
イ
ツ
と
は
違
い
、
ス
ペ
イ
ン
で
は

改
正
手
続
の
中
で
国
民
投
票
を
す
る
選
択
肢
も
し
な
い
選
択
肢
も
存
在
す
る
（
第
一
六
七
条
お
よ
び
第
一
六
八
条
）
た
め
、
憲
法
秩
序
に
影

響
を
与
え
得
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
憲
法
裁
判
所
は
重
大
な
判
断
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
今
ま
で
に
行
わ
れ
た
憲
法
改
正

で
国
民
投
票
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
も
、
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
現
行
憲
法
秩
序
に
大
き
な
改
変
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は 

な
い
。

㈠
　
憲
法
裁
判
所
の
構
成

　
憲
法
裁
判
所
の
主
な
関
連
法
規
は
、
憲
法
第
九
編
（
第
一
五
九
条
〜
第
一
六
五
条
）
と
、「
憲
法
裁
判
所
に
関
す
る
組
織（
₆
）法（Ley 

O
rgánica del Tribunal Constitucional 

以
下
、
Ｌ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
）」
で
あ
る
。
憲
法
裁
判
所
の
構
成
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
同
裁
判
所
の
性
質
を
明

ら
か
に
す
る
上
で
も
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ス
ペ
イ
ン
憲
法
裁
判
所
は
一
二
名
の
裁
判
官
で
構
成
さ（
₇
）れ、

上
下
両
院
が
各
四
名
、
内
閣
が
二
名
、
司
法
権
総
評
議
会
（Consejo 

G
eneral del Poder J

（
₈
）

udicial

）
が
二
名
を
推
薦
す
る
。
実
質
的
な
任
命
に
立
法
・
行
政
お
よ
び
司
法
の
三
権
が
関
与
し
て
い
る
の
は
、
憲

法
裁
判
所
が
超
国
家
的
機
関
（suprapoder

）
だ
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
国
会
が
三
分
の
二
の
裁
判
官
を
指
名
す
る

の
は
、
国
会
が
国
の
最
高
機
関
だ
か
ら
で
あ（
₉
）り、

議
院
内
閣
制
を
採
用
し
て
い
る
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
、
国
会
は
最
も
民
意
に
近
い
存
在

と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
機
関
の
提
案
に
基
づ
い
て
、
国
王
が
任
命
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
憲
法
第
一
五
九
条
第
一
項
お
よ

び
Ｌ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
第
五
条
）。
裁
判
官
に
指
名
さ
れ
る
者
は
皆
、
十
分
な
学
識
を
有
し
、
か
つ
一
五
年
以
上
の
専
門
職
歴
を
有
す
る
有
能
な
法
律

家
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
憲
法
第
一
五
九
条
第
二
項
お
よ
び
Ｌ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
第
一
八
条
）。
そ
の
職
歴
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
大
学
教
授
、
公
務

員
ま
た
は
弁
護
士
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
曹
界
・
学
界
・
官
界
の
三
分
野
が
憲
法
裁
判
所
の
母
体
と
な

る
の
だ
が
、
実
際
に
は
大
学
教
授
が
選
ば
れ
る
例
が
多
）
10
（

い
。
こ
れ
は
著
名
な
大
学
教
授
が
政
党
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
り
、
も
し
く
は
大
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学
教
授
と
政
治
家
と
い
う
立
場
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
よ
う
な
例
が
多
い
か
ら
で
あ
）
11
（
る
。
な
お
、
現
在
の
構
成
は
、
元
最
高
裁
判
事
が

五
名
（
長
官
を
含
む
）、
元
大
学
教
授
七
名
（
憲
法
学
者
二
名
、
労
働
法
学
者
二
名
、
刑
法
学
者
一
名
、
行
政
法
学
者
一
名
、
法
哲
学
者
一
名
）
で

あ
）
12
（
る
。

　
裁
判
官
の
任
期
は
九
年
、
三
年
ご
と
に
三
分
の
一
が
新
た
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
他
の
公
職
、
商
業
活
動
等
の
兼
職
、
政
治
活
動
等
を
禁

止
さ
れ
、
任
務
の
遂
行
に
お
い
て
は
独
立
に
し
て
罷
免
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
憲
法
裁
判
所
の
長
官
は
、
任
期
三
年
ご
と
に
一
回
の
み
再
選

可
で
あ
り
、
構
成
員
の
中
か
ら
同
裁
判
所
自
身
の
提
案
に
基
づ
き
国
王
が
任
命
す
る
。
裁
判
官
の
構
成
に
関
す
る
Ｌ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
は
、
こ
れ
ま

で
五
回
部
分
的
に
改
）
13
（

正
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
官
の
任
命
は
、
予
防
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
法
則
に

従
っ
て
、
政
治
勢
力
間
（
特
に
社
会
労
働
党
（Partido Socialista O

brero Español

）
と
国
民
党
（Partido Popurar

）
と
の
間
）
で
、
取
引
を
生

み
出
し
て
き
）
14
（

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
国
内
の
政
治
状
況
が
憲
法
裁
判
所
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

㈡
　
憲
法
裁
判
所
の
権
限

　
憲
法
裁
判
所
の
任
務
は
、
主
に
⒜
憲
法
の
規
範
と
し
て
の
優
位
性
を
守
る
こ
と
、
⒝
憲
法
上
の
基
本
的
権
利
を
守
る
こ
と
、
⒞
国
と
自

治
）
15
（

州
の
間
の
、
ま
た
は
自
治
州
間
の
紛
争
を
解
決
し
、
権
限
（
管
轄
権
）
の
線
引
き
を
行
う
こ
と
、
⒟
憲
法
を
解
釈
す
る
こ
と
、
⒠
憲
法

裁
判
所
の
構
成
の
合
法
性
を
確
保
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
と
さ
れ
）
16
（
る
。
憲
法
裁
判
所
の
権
限
は
、
憲
法
第
一
六
一
条
お
よ
び
Ｌ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
の

規
定
に
従
っ
て
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
審
理
す
る
も
の
で
あ
る
。

1
　
法
律
及
び
法
律
の
効
力
を
有
す
る
規
範
の
違
憲
性

　
⑴
「
違
憲
の
訴
え
」（el recurso de inconstitucionalidad

）
は
、
訴
訟
と
は
無
関
係
に
、
首
相
、
護
民
）
17
（
官
、
各
五
〇
人
の
上
院
議
員
・

下
院
議
員
、
自
治
州
の
合
議
制
執
行
機
関
、
ま
た
は
自
治
州
議
会
の
申
立
て
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
規
範
審
査
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
場
合

で
い
う
と
こ
ろ
の
「
抽
象
的
規
範
統
制
」
に
当
た
る
。
そ
れ
に
対
し
、
⑵
「
違
憲
審
査
」（la cuestión de inconstitucionalidad

）
は
、
具
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体
的
な
裁
判
に
付
随
し
て
、
裁
判
官
ま
た
は
裁
判
所
の
申
立
て
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
具
体
的
規
範
統
制
」
で
あ
）
18
（
る
。
ス
ペ

イ
ン
に
お
け
る
違
憲
審
査
は
、
具
体
的
な
訴
訟
事
件
と
は
無
関
係
に
、
法
令
な
ど
の
合
憲
・
違
憲
を
審
査
す
る
い
わ
ゆ
る
抽
象
的
違
憲
審

査
制
で
あ
る
。
司
法
機
関
は
、
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
事
件
に
適
用
さ
れ
る
法
律
等
が
憲
法
に
違
反
す
る
疑
い
が
あ
る
と
判
断
す
る
と
き

は
、
憲
法
裁
判
所
に
当
該
事
件
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
憲
法
第
一
六
三
条
）。
す
な
わ
ち
、
同
裁
判
所
は
、
抽
象
的
な
違
憲
訴
訟
を

担
当
す
る
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
事
件
に
お
け
る
、
法
律
等
の
違
憲
判
断
、
い
わ
ゆ
る
付
随
的
審
査
も
行
う
。

2
　
権
利
及
び
自
由
の
侵
害
に
対
す
る
憲
法
訴
願

　
憲
法
訴
願
（el recurso de am

paro constitu

）
19
（

cional

）
は
、
正
当
な
利
益
を
有
す
る
自
然
人
も
し
く
は
法
人
、
ま
た
は
護
民
官
も
し
く
は

検
察
官
に
提
訴
資
格
が
あ
り
（
憲
法
第
一
六
二
条
）、
個
人
の
基
本
的
な
権
利
や
自
由
の
完
全
な
保
障
を
目
指
す
。
憲
法
訴
願
の
対
象
と
な

る
の
は
、
憲
法
第
一
四
条
か
ら
第
二
九
条
に
か
け
て
認
め
ら
れ
て
い
る
権
利
及
び
自
由
、
な
ら
び
に
憲
法
第
三
〇
条
で
認
め
ら
れ
て
い
る

良
心
的
兵
役
拒
否
（la objeción de conciencia

）
で
あ
る
。
憲
法
訴
願
の
対
象
と
な
り
得
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
、
そ
の
他
の
権
利
は
対
象

と
は
な
ら
な
い
（
Ｌ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
第
四
一
条
第
一
項
）。
ま
た
、
同
項
に
認
め
ら
れ
て
い
る
権
利
ま
た
は
自
由
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
場
合
に
も
そ

れ
が
憲
法
訴
願
に
よ
る
保
護
の
対
象
と
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
憲
法
訴
願
は
原
則
と
し
て
、「
国
の
公
権
力
、
自
治
州
及
び
そ
の

他
の
地
方
的
、
法
人
的
も
し
く
は
、
制
度
的
性
格
を
有
す
る
公
的
機
関
及
び
そ
の
公
務
員
も
し
く
は
職
員
が
行
っ
た
規
定
、
法
的
行
為
ま

た
は
単
な
る
暴
力
行
為
（
Ｌ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
第
四
一
条
第
二
項
）」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
権
利
や
自
由
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
侵
害
か
ら

市
民
を
保
護
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
憲
法
訴
願
を
提
起
す
る
た
め
に
は
、
事
前
に
「
適
切
な
司
法
的
手
段
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
」
こ
と

が
必
要
と
さ
れ
る
（
Ｌ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
第
四
三
条
第
一
項
）。

3
　
憲
法
争
訟

　
憲
法
争
訟
（los conflictos constitucionales

）
と
は
、
憲
法
裁
判
所
が
、
次
に
挙
げ
る
当
事
者
間
に
お
け
る
権
限
（
管
轄
権
）
を
め
ぐ
る

争
い
に
つ
き
、
判
断
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
⑴
国
と
単
一
ま
た
は
複
数
の
自
治
州
と
の
間
、
⑵
二
つ
以
上
の
自
治
州
相
互
間
、
⑶
政
府
と
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下
院
、
上
院
も
し
く
は
司
法
総
評
議
会
と
の
間
、
ま
た
は
こ
れ
ら
憲
法
機
関
の
い
ず
れ
か
の
間
で
あ
る
（
Ｌ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
第
五
九
条
）。
こ
れ
ら

の
争
訟
は
、
そ
の
内
容
の
性
質
上
、
⒜
国
と
自
治
州
と
の
間
、
ま
た
は
自
治
州
相
互
間
の
権
限
を
め
ぐ
る
争
訟
と
、
⒝
国
の
憲
法
機
関

（
政
府
と
下
院
、
上
院
も
し
く
は
司
法
総
評
議
会
）
相
互
間
の
権
限
を
め
ぐ
る
争
訟
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
国
際
条
約
の
合
憲
性

　
憲
法
第
九
五
条
は
、「
政
府
ま
た
は
い
ず
れ
か
の
議
院
は
、
条
約
が
憲
法
に
違
反
し
な
い
か
ど
う
か
の
宣
言
を
憲
法
裁
判
所
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。
し
か
し
、
憲
法
裁
判
所
の
権
限
を
規
定
し
た
憲
法
第
一
六
一
条
に
は
、
国
際
条
約
に
つ
い
て
の
言
及
は

な
い
。
そ
れ
は
Ｌ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
第
六
編
（
第
七
八
条
）
の
規
定
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
政
府
ま
た
は
い
ず
れ
か
の
議
院
が
、
憲
法
裁
判
所
に
対

し
て
合
憲
性
／
違
憲
性
の
宣
言
を
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、「
す
で
に
正
文
は
確
定
し
て
い
る
が
、
ま
だ
国
が
同
意
を
与
え
て
い
な

い
国
際
条
約
の
規
定
（
第
七
八
条
第
一
項
）」
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ま
だ
批
准
が
行
わ
れ
て
い
な
い
条
約
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
審
査

請
求
を
受
理
し
た
後
、
憲
法
裁
判
所
は
、
一
ケ
月
の
期
間
を
設
け
て
、
政
府
及
び
各
議
院
に
当
該
問
題
に
関
す
る
意
見
表
明
を
行
わ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
憲
法
裁
判
所
は
、
審
査
請
求
権
の
あ
る
政
府
及
び
各
議
院
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
自
然
人
も
し
く
は
法
人
、

ま
た
は
そ
の
他
の
国
家
機
関
あ
る
い
は
自
治
州
機
関
に
対
し
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
に
は
前

述
の
期
限
は
、
三
〇
日
を
超
え
な
い
範
囲
で
延
長
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
第
七
八
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
）。
そ
の
期
間
が
経
過
し
た

後
、
憲
法
裁
判
所
は
宣
言
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
宣
言
に
法
的
な
拘
束
力
は
な
い
も
の
の
「
拘
束
的
な
性
格
を
有
す
る
」
と

さ
れ
て
お
り
、
憲
法
裁
判
所
が
条
約
の
合
憲
性
を
宣
言
し
た
場
合
に
は
、
国
家
機
関
は
、
法
的
な
理
由
で
な
く
政
治
的
な
理
由
か
ら
そ
の

条
約
の
締
結
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
可
能
性
を
了
承
し
つ
つ
、
締
結
に
向
け
た
手
続
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
、
そ
の

違
憲
性
が
宣
言
さ
れ
た
場
合
に
は
、
も
し
可
能
で
あ
れ
ば
憲
法
に
反
す
る
規
定
を
再
協
議
に
付
し
、
あ
る
い
は
留
保
し
、
ま
た
は
憲
法
が

改
正
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
締
結
を
断
念
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
）
20
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
違
憲
の
宣
言
を
受
け
た
条

約
を
締
結
す
る
た
め
に
は
、
憲
法
第
九
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
前
に
憲
法
の
改
正
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
、
国
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際
法
規
の
国
内
法
化
に
関
わ
る
統
制
で
あ
る
。

㈢
　
憲
法
裁
判
所
宣
言
の
意
義

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
国
内
法
へ
の
直
接
効
果
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
議
論
に
あ
が
っ
て
い
る
）
21
（

が
、
国
際
条
約
の
批
准
に
際
し
て
、

ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
九
五
条
第
一
項
の
趣
旨
は
、
条
約
と
憲
法
が
矛
盾
・
抵
触
し
た
場
合
に
、
条
約
を
断
念
す
る
か
、
憲
法
を
改
正
し
て
で

も
条
約
を
締
結
す
る
か
を
、
法
政
策
的
措
置
に
委
ね
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
条
約
優
位
の
考
え
方
を
一
般
化
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
憲
法
の
尊
重
を
目
的
と
す
る
憲
法
裁
判
所
が
、
憲
法
よ
り
も
優
越
す
る
国
際
条
約
の
存
在
を
暗
に
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
と
の

見
）
22
（

解
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
実
際
に
、
憲
法
裁
判
所
も
判
決
の
中
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
国
内
法
に
対
す
る
優
位
性
を
判
示
し

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
のCosta/Enel
判
）
23
（

決
と
、
国
際
機
関
へ
の
権
限
移
譲
を
規
定
し
た
第
九
三
）
24
（

条
を
合
わ
せ
て
引
用
）
25
（

し
、
立
場
上
憲

法
改
正
の
必
要
性
を
判
示
し
た
が
、
同
時
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
し
て
否
定
的
で
は
な
い
と
い
う
立
場
も
明
確
に
し
て
い
）
26
（
る
。

　
憲
法
裁
判
所
の
判
断
基
準
と
し
て
は
、
憲
法
第
一
〇
条
第
二
項
に
、「
憲
法
に
定
め
る
基
本
的
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
規
範
は
、
世

界
人
権
宣
言
な
ら
び
に
ス
ペ
イ
ン
が
批
准
し
た
人
権
に
関
す
る
国
際
条
約
及
び
国
際
協
定
に
従
っ
て
、
こ
れ
を
解
釈
す
る
」
と
あ
り
、
現

実
に
は
条
約
と
憲
法
と
の
矛
盾
・
抵
触
の
幅
は
、
も
は
や
解
釈
で
は
説
明
が
で
き
な
い
く
ら
い
拡
大
し
た
と
判
断
で
き
る
場
合
に
は
、
憲

法
改
正
に
繫
が
る
宣
言
を
発
す
る
こ
と
に
妥
当
性
を
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
で
あ
る
超
憲
法
的
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
規
範
の
存
）
27
（

在
は
、
解
釈
か
改
正
か
と
い
う
問
題
を
論
じ
る
に

あ
た
っ
て
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の
概
念
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
国
際
法
規
範
に
よ
る
憲
法
規
範
の
統
制
を
意
味
す

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
概
念
に
対
す
る
憲
法
学
上
の
批
判
は
根
強
い
。
さ
ら
に
、
二
元
論
の
立
場
を
取
れ
ば
、
あ
く
ま
で
条
約
と
憲
法
は
、

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
規
範
で
あ
る
の
で
、
矛
盾
や
抵
触
は
そ
も
そ
も
問
題
に
な
ら
な
い
。
ま
た
、
条
約
の
合
憲
性
審
査
機
関
が
憲
法
裁
判

所
な
の
で
、
判
断
を
下
し
た
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官
が
事
実
上
の
主
権
者
と
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
国
民
投
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票
を
行
わ
な
い
と
い
う
趣
旨
の
宣
言
そ
れ
自
体
が
、
民
主
的
正
統
性
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
も
反
民
主
主
義
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
）
28
（

る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
裁
判
所
の
判
断
と
し
て
、
あ
る
法
令
が
必
要
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
時
代
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
て
、
憲
法
を
常

に
現
代
化
し
、
そ
の
既
判
力
を
維
持
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
見
て
取
れ
）
29
（
る
と
も
評
価
で
き
る
。
あ
る
国
家
行
為
が
同
裁
判
所
に
よ
り
違

憲
と
判
断
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
憲
法
自
体
の
妥
当
性
を
検
証
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

㈣
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
憲
法
裁
判
所
と
の
制
度
比
較

　
現
行
の
ス
ペ
イ
ン
憲
法
下
で
憲
法
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
の
は
一
九
七
九
年
で
あ
る
が
、
こ
の
制
度
自
体
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
制
度

を
模
範
と
し
た
側
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
各
国
の
憲
法
裁
判
所
制
度
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
裁
判
所
の
ど
の
よ
う
な
部
分

が
特
徴
的
な
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
表
１
に
も
あ
る
よ
う
に
ス
ペ
イ
ン
の
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
官
の
資
格
は
、
法
分
野

に
お
い
て
多
く
の
影
響
を
受
け
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
の
制
度
に
近
い
。
そ
し
て
憲
法
裁
判
所
裁
判

官
の
任
命
機
関
に
関
し
て
は
、
ス
ペ
イ
ン
は
形
式
的
に
は
国
王
だ
が
、
実
質
的
に
国
王
に
提
案
す
る
機
関
が
す
べ
て
政
治
部
門
か
ら
選
出

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
比
率
的
に
は
僅
か
で
あ
る
が
司
法
機
関
か
ら
も
選
出
さ
れ
る
。
表
２
に
よ
る
と
ス
ペ
イ
ン
の
制
度
に
近
い
の
は
、

イ
タ
リ
ア
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
あ
る
が
、
や
は
り
司
法
機
関
か
ら
選
出
さ
れ
る
人
数
は
政
治
機
関
と
比
べ
る
と
少
な
い
。
長
官
の
人
事
も
ス

ペ
イ
ン
は
、
裁
判
所
自
身
が
選
出
す
る
イ
タ
リ
ア
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
制
度
に
近
く
、
そ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
は
議
会
、
フ
ラ
ン
ス
は
大
統

領
が
選
出
す
る
。
ま
た
、
表
３
の
憲
法
裁
判
所
の
権
限
を
見
て
分
か
る
こ
と
は
、
条
約
に
対
す
る
審
査
権
限
を
明
示
的
に
持
つ
の
は
ス
ペ

イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
二
国
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
の
憲
法
裁
判
所
も
当
然
、
条
約
と
憲
法
と
の
抵
触

に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
理
由
は
、
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
、
と
も
に
長
期
独
裁
政
権
崩
壊
後

に
憲
法
裁
判
所
を
設
置
し
、
そ
の
時
期
も
比
較
的
近
時
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
条
約
の
審
査
を
権
限
の
一
つ
と
し
て
直
接
的
に
規
定
す
る
制
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表１　ヨーロッパ各国の憲法裁判所裁判官の構成

人数 任期 定年 再任の
可否　 裁判官の資格

スペイン 12名 ９年 なし 否
法律家であること（裁判官、検察
官、大学教授、公務員または弁護
士）かつ最低 15 年の経験

ドイツ 16名 12年 40歳以上
68歳以下 否

裁判官に就く資格を有する 40 歳
以上の者、うち 6名については連
邦最高裁判所で 3年以上裁判官で
あった者

イタリア 15名 ９年 なし 否
司法及び行政上級裁判所の司法官、
法学教授、または 20 年の職歴を
有する弁護士であること

フランス ９名 ９年 なし 否 なし

ポルトガル 13名 ６年 なし 可 ・裁判官（6 名以上）
・法律家

出 典：ルイ・ファヴォルー著・山元一訳『憲法裁判所』（敬文堂、1999 年）、144-145 頁、「資料 1　
各国における憲法裁判所の構成及び権限（平成 15 年 5 月 7 日 国立国会図書館調査及び立法考
査局政治議会課憲法室）」『（衆憲資第 29 号）「司法制度及び憲法裁判所（憲法の有権解釈権の
所在の視点から）」に関する基礎的資料』（衆議院憲法調査会事務局、2003 年）、31 頁、初宿正
典・辻村みよ子編『新解説世界憲法集〔第二版〕』（三省堂、2010 年）及び阿部照哉・畑博行編
『世界の憲法集〔第三版〕』（有信堂高文社、2005 年）を基に著者作成。

表２　ヨーロッパ各国の憲法裁判所裁判官の任命機関

任命機関

裁判官 長官

スペイン
下院（4 名）、上院（4 名）、内閣
（2 名）、司法総評議会（2 名）の提
案に基づき国王が任命する

・ 裁判所自身の推薦に基づき国王が
　任命する
・任期 3年

ドイツ 連邦議会（8 名）、連邦参議院（8
名）が選出し、大統領が任命する

連邦議会と連邦参議院が交互に任
命する

イタリア 大統領（5 名）、議会（5 名）、司法
及び行政最高裁判機関（5 名）

・裁判所自身
・ 任期 3年（裁判官としての任期内）

フランス 大統領（3 名）、国民議会議長（3
名）、元老院議長（3 名） 大統領

ポルトガル 議会（10 名）、憲法裁判所（3 名） 裁判所自身

出典：表１と同様。
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表３　ヨーロッパ各国の憲法裁判所の権限

権限

スペイン ・国の法律及び法律の地位を有す
る規範に対する違憲性の審査

・権利及び自由の侵害に対するア
ンパーロ訴訟（憲法訴願）

・国と自治州の間、または自治州
相互間の権限をめぐる争訟

・国際条約の合憲性の審査

ドイツ ・公権力による基本権等の侵害に
関する憲法訴願に対する決定

・市町村の自治権が法律により侵
害されたとする憲法訴願に対す
る決定

・連邦法、州法の違憲性及び国際
法の適用に対する違憲性の審査

・機関訴訟
・反民主主義的または連邦の存立
に反するような政党の禁止

・基本権の濫用者に対する基本権
喪失の決定

・連邦議会の選挙の効力に関する
異議に対する審査

・大統領の訴追に対する審査
・裁判官の訴追に対する審査

イタリア ・法律、法律の効力を有する法規、
州法の違憲性の審査

・機関訴訟

・大統領の弾劾
・国民投票の許可に関する審査

フランス ・組織法律及び議院規則に対する
違憲性の審査

・通常法律に対する違憲性の審査
・大統領選挙の適法性の監視、異
議申立ての審理、投票結果の公
表

・国民議会議員及び元老院議員選
挙の適法性の裁定

・国民投票の施行の適法性の監視、
結果の公表

・大統領の職務遂行不能の認定
・大統領の非常事態措置権行使の
際の諮問

・違憲の抗告に対する合憲性審査

ポルトガル ・組織法律に対する違憲性の審査
・通常法律に対する違憲性の審査
・立法不作為についての違憲性の
審査

・自治州議会の定める自治州法の
違憲性の審査

・自治州の憲法上の権利の侵害の
審査

・自治州の法規範の違憲性の審査
・行政裁判
・条約及び国際協定に対する違憲

性の審査
・選挙訴訟の控訴審
・政党の違憲性と違法性の審査
・大統領の職務の終了の認定
・国民投票の違憲性と違法性の審

査

出典：表１と同様。
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度
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
制
度
的
に
表
３
で
紹
介
し
た
国
々
と
ス
ペ
イ
ン
が
決
定
的
に
違
う
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
は
立
憲

君
主
制
を
取
っ
て
お
り
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
大
統
領
の
権
限
を
審
査
す
る
機
能
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

㈤
　
ス
ペ
イ
ン
憲
法
裁
判
所
の
性
質
と
特
徴

　
ス
ペ
イ
ン
憲
法
は
、
憲
法
裁
判
所
を
司
法
権
か
ら
独
立
し
た
機
関
と
し
て
、
第
九
編
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
「
独
立

性
」
に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
九
七
九
年
の
「
憲
法
裁
判
所
に
関
す
る
組
織
法
」
は
、
同
裁
判
所
を
憲
法
解
釈
の
最
高

機
関
と
し
て
、
憲
法
に
基
づ
く
他
の
国
家
機
関
か
ら
独
立
し
、
憲
法
お
よ
び
同
組
織
法
の
み
に
従
い
活
動
す
る
と
位
置
付
け
て
い
る
。
憲

法
裁
判
所
は
、
議
会
、
内
閣
、
最
高
裁
判
所
と
同
等
の
地
位
に
あ
る
が
、
機
能
の
面
か
ら
は
、
一
種
の
司
法
機
関
で
あ
る
と
言
え
よ
）
30
（

う
。

憲
法
裁
判
所
は
ま
た
、
憲
法
中
の
政
治
的
性
格
を
有
す
る
規
定
を
解
釈
し
、
国
の
政
治
活
動
の
規
準
と
な
る
判
断
を
示
す
こ
と
に
お
い
て
、

政
治
的
性
格
を
持
つ
。
こ
の
と
き
、
憲
法
裁
判
所
の
判
断
の
限
界
と
い
う
の
も
、
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
三
権
の

上
に
立
つ
機
関
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
憲
法
解
釈
者
と
し
て
の
、
い
わ
ば
〝
無
謬
性
〟
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
特
徴
は
、
注
意
を
怠
る
と
、
憲
法
裁
判
所
を
憲
法
の
単
な
る
解
釈
者
に
留
ま
ら
ず
、
事
実
上
の
憲
法
制
定
権
者
の
よ
う
に
し
て
し
ま

い
か
ね
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
職
権
行
使
に
あ
た
り
、
他
の
国
家
機
関
、
と
り
わ
け
立
法
府
と
の
関
係
に
お
い
て
、

強
い
自
己
抑
制
の
態
度
を
求
め
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
憲
法
裁
判
所
は
、
初
期
の
判
決
で
こ
う
し
た
態
度
に
つ
い
て
言
及
し
、
国
民
の

意
思
の
表
明
で
あ
る
法
律
を
改
廃
で
き
る
の
は
国
民
の
代
表
者
だ
け
で
あ
る
と
の
原
則
に
基
づ
い
て
、
国
会
の
意
思
を
尊
重
し
、
違
憲
の

宣
言
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
を
期
す
る
旨
、
自
己
確
認
し
て
い
）
31
（

る
。

　
つ
ま
り
、
法
律
の
違
憲
性
を
宣
言
で
き
る
権
限
は
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
だ
け
の
重
大
か
つ
確
か
な
理
由
が
存
在
す
る
場
合
や
、
憲
法

機
関
ま
た
は
そ
の
実
体
的
部
分
が
憲
法
違
反
の
存
在
を
認
め
る
場
合
、
ま
た
、
憲
法
違
反
を
宣
言
し
な
け
れ
ば
、
憲
法
が
侵
害
さ
れ
て
い

る
状
態
を
司
法
機
関
が
黙
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
に
行
使
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
重
大
な
侵
害
が
存
在
し
な
い
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と
き
は
、
国
民
の
代
表
で
あ
る
立
法
府
を
尊
重
し
、
憲
法
裁
判
所
は
違
憲
性
に
関
す
る
宣
言
を
行
う
の
を
慎
む
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で

あ
）
32
（

る
。
な
お
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
一
九
三
一
年
の
第
二
共
和
国
憲
法
で
憲
法
保
障
裁
判
所
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
が
唯
一
の
先
例
で
あ
る
が
、

そ
の
権
限
は
現
在
の
憲
法
裁
判
所
よ
り
も
限
定
さ
れ
て
い
）
33
（
た
。
以
上
、
概
観
し
て
き
た
憲
法
裁
判
所
制
度
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
章
で
は

同
裁
判
所
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
関
す
る
条
約
に
つ
い
て
審
査
し
た
事
例
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

三
　
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
条
約
の
批
准
に
関
す
る
問
題

　
こ
れ
ま
で
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
関
連
す
る
条
約
の
批
准
に
際
し
て
は
、
一
貫
し
て
賛
成
の
立
場
を
堅
持
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
統
合
の
性
質
上
、
憲
法
権
限
の
一
部
と
国
際
機
関
の
権
限
が
抵
触
す
る
こ
と
は
十
分
に
想
定
さ
れ
た
た
め
、
憲
法
典
内

に
国
際
機
関
へ
の
権
限
移
譲
に
つ
い
て
の
条
文
を
設
置
し
た
の
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
以
外
の
加
盟
国
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
幾
度
か
憲

法
改
正
を
繰
り
返
す
こ
と
で
国
内
法
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
対
す
る
安
定
性
を
確
保
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
ス
ペ
イ
ン
は
、
国
際
条
約
を

批
准
す
る
必
要
性
が
生
じ
た
場
合
、
憲
法
第
九
三
条
に
基
づ
き
対
応
し
て
い
）
34
（
た
。
そ
の
た
め
、
憲
法
改
正
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
当

時
の
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
国
内
法
に
対
す
る
優
位
）
35
（
性
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
は
な
っ
て
き
た
も
の
の
、
無
条
件
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
法
の
優
位
性
が
確
立
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
国
際
機
関
へ
の
権
限
移
譲
が
明
記
さ
れ
て
い
る
同
条
は
、
統

合
過
程
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
で
は
、
国
際
機
関
へ
の
権
限
移
譲
に
つ
い
て
ス
ペ
イ
ン
憲
法
が
予
定
し

て
い
る
制
度
に
つ
い
て
論
じ
た
後
、
憲
法
裁
判
所
が
条
約
を
審
査
し
た
二
つ
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
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㈠
　
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
国
際
機
関
へ
の
権
限
移
譲

1
　
憲
法
第
九
三
条

　
憲
法
九
三
条
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
、
同
条
の
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
立
憲
的
趣
旨
は
、
条
文
全
体
の
中
で
も
よ
り
技
術
的
な
性
質
で
あ

る
こ
と
を
常
に
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
つ
つ
、
憲
法
制
定
者
は
、
主
権
の
移
譲
の
よ
う
な
制
度
の
創
設
に
備
え
る
た
め
に

他
の
加
盟
国
の
憲
法
（
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
等
）
を
十
分
に
考
慮
に
入
れ
て
い
た
と
い
う
見
）
36
（

解
が
あ
る
。

ま
た
、
第
九
三
条
の
手
法
は
、
憲
法
的
領
域
の
帰
属
に
関
す
る
問
題
に
対
し
、
Ｅ
Ｃ
（
当
時
）
の
利
益
の
た
め
に
、
多
数
決
に
基
づ
い
た

制
度
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
）
37
（
る
。
統
合
と
い
う
最
終
目
的
の
承
認
（
特
定
の
権
限
の
帰
属
だ
け
で
は
な
い
）
は
、
法
制
度
や
共
同
体
法
規
の
目

的
が
特
別
の
も
の
で
あ
っ
た
り
憲
法
の
変
容
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
同
じ
解
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
お
よ
そ
連
邦
的
な
統

合
で
あ
る
こ
の
制
度
の
緊
急
に
し
て
新
し
い
要
求
と
一
致
し
て
い
）
38
（
る
。
つ
ま
り
、
同
条
の
適
用
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
明
示
的
で
あ
っ

て
も
暗
示
的
で
あ
っ
て
も
憲
法
規
範
に
対
し
て
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
性
質
で
あ
る
可
能
性
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

2
　
国
際
機
関
へ
の
ス
ペ
イ
ン
憲
法
上
の
権
限
の
移
譲

　
前
述
し
た
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
一
〇
条
第
二
項
は
《
比
較
法
的
解
釈
条
項
》
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
の
規
定
の
「
ス
ペ
イ
ン
が
批
准
し
た

人
権
に
関
す
る
国
際
条
約
お
よ
び
国
際
協
定
」
と
い
う
文
言
の
中
身
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
（
一
九
五
〇
年
）
な
ど
の
国
際
法
規

範
も
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
が
、
ス
ペ
イ
ン
の
憲
法
裁
判
所
判
例
や
そ
の
他
国
内
の
司
法
機
関
が
下
す
判
例
に
影
響
を
与

え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
超
憲
法
的
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
規
範
（
ル
イ
・
フ
ァ
ヴ
ォ
ル
）
39
（

ー
）
が
ス
ペ

イ
ン
や
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
お
い
て
存
在
し
て
お
り
、
す
で
に
国
際
裁
判
官
な
い
し
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
裁
判
官
に
よ
る
憲
法

規
範
の
統
制
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
見
解
も
あ
）
40
（

る
。
Ｅ
Ｃ
裁
判
所
（
当
時
）
は
そ
の
典
型
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
新
し
い
法
秩
序
の
構
築
に
一
役
買
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
そ
れ
ら
の
裁
判
官
主
権
に
な
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る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
存
在
す
）
41
（
る
。
こ
の
批
判
に
応
え
る
に
は
、
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
関
す
る
構
成
各

国
の
「
同
意
」（consentim

iento

）
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
国
家
主
権
と
の
矛
盾
を
回
避
す
る
手
段
と
し
て
の
「
同
意
」
と
い
う
意
味

で
は
、
や
は
り
、
統
合
が
進
ん
で
い
く
過
程
で
国
民
投
票
を
行
い
、
民
主
的
正
統
性
を
得
る
こ
と
に
尽
き
）
42
（
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
国
民

投
票
を
行
う
こ
と
は
国
家
運
営
上
か
な
り
の
負
担
に
な
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
頻
繁
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る

の
も
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
批
准
に
伴
う
憲
法
改
正
に
お
い
て
国
民
投
票
は
行
わ
れ
な
か
っ

た
わ
け
だ
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
若
干
の
疑
問
を
残
し
つ
つ
も
評
価
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ス
ペ
イ
ン
に
限
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
現
在
進
行
し
て
い
る
統
合
と
い
う
現
象
は
、
非
常
に
長
い
ス
タ
ン
ス
で
み
れ
ば
、
中
世
の
封
建
制
が
崩
れ
て
、
国
民
国
家
が
形
成
さ
れ

て
以
来
、
不
可
侵
と
考
え
ら
れ
て
き
た
「
国
家
」
と
い
う
政
治
単
位
が
、
徐
々
に
そ
の
機
能
を
変
え
つ
つ
あ
る
過
程
と
も
考
え
ら
れ
て
い

る
。「
国
家
の
変
容
」
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

㈡
　
ス
ペ
イ
ン
憲
法
と
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
抵
触
に
関
す
る
憲
法
裁
判
所
の
判
断

　
こ
の
事
例
に
際
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
政
府
は
、
次
の
点
に
つ
い
て
宣
言
を
す
る
よ
う
、
憲
法
裁
判
所
に
求
め
た
。
①
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条

約
の
Ｇ
条
Ｃ
項
（
後
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
創
設
ロ
ー
マ
条
約
の
第
八
ｂ
条
第
一
項
に
組
み
込
ま
れ
）
43
（

た
）
に
あ
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
に
市
町
村
選
挙
に
お
け

る
参
政
）
44
（
権
を
認
め
よ
と
い
う
内
容
は
、
憲
法
と
抵
触
す
る
の
か
否
か
。
②
同
条
約
に
対
し
て
、
国
際
機
関
へ
の
権
限
移
譲
を
明
記
し
た
条

項
で
あ
る
憲
法
第
九
三
条
は
適
用
で
き
る
の
か
否
か
。
③
同
条
約
と
憲
法
と
の
抵
触
は
、
第
一
三
条
第
二
項
だ
け
で
な
く
第
二
三
条
第
二

項
に
も
及
ぶ
か
ど
う
か
。
④
市
民
の
参
政
権
と
公
職
就
任
権
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
憲
法
第
二
三
条
に
あ
る
「
市
民
」
は
、
そ
の
範
疇
に

外
国
人
は
含
ま
れ
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
が
ス
ペ
イ
ン
市
民
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
ど
ち
ら
を
指
す
の
か
。
⑤
外
国
人
参
政
権
問
題
は
憲
法
第

一
条
第
二
項
に
あ
る
「
国
家
の
主
権
は
ス
ペ
イ
ン
国
民
に
存
し
、
す
べ
て
の
国
家
権
力
は
ス
ペ
イ
ン
国
民
に
由
来
す
る
」
と
い
う
規
定
に

反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
⑥
す
べ
て
の
タ
イ
プ
の
国
際
条
約
を
憲
法
第
九
三
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
第
九
五
条
第
一
項
の
規
定
を
当
て
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は
め
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
。

　
以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
憲
法
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
宣
）
45
（

言
し
た
。
①
に
つ
い
て
憲
法
裁
判
所
は
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
で
は
外
国
人
参

政
権
は
市
町
村
選
挙
に
お
け
る
選
挙
権
し
か
認
め
て
お
ら
ず
、
外
国
人
の
被
選
挙
権
を
認
め
な
い
ス
ペ
イ
ン
第
一
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、

同
条
約
の
規
定
と
抵
触
す
る
の
で
、
同
条
約
を
批
准
す
る
た
め
に
は
、
第
一
六
七
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
手
続
に
従
っ
て
、
第
一
三
条
第

二
項
を
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
②
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
例
に
お
い
て
は
、
第
九
三
条
に
よ
る
条
約
の
承
認
は
認
め
ら
れ
な
い
と

し
た
。
③
に
つ
い
て
は
、
同
条
約
と
憲
法
と
の
抵
触
は
第
一
三
条
第
二
項
の
み
で
第
二
三
条
第
二
項
と
の
間
に
は
抵
触
は
存
在
し
な
い
と

し
た
。
④
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
国
民
（nacionales

）
で
は
な
く
市
民
（ciudad

）
46
（

anos

）
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
独

裁
体
制
（
一
党
独
裁
）
か
ら
民
主
制
（
政
治
的
多
党
制
）
へ
の
移
行
に
際
し
て
、
そ
の
意
図
を
明
確
に
す
る
た
め
に
あ
え
て
市
民
と
い
う
言

葉
を
使
用
し
た
と
述
べ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
市
民
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
述
べ
な
か
っ
た
。
⑤
に
つ
い
て
は
、
外
国

人
参
政
権
と
い
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
市
町
村
レ
ヴ
ェ
ル
の
選
挙
で
あ
り
、
国
政
で
は
な
い
た
め
、
違
反
し
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
と

し
た
。
⑥
に
つ
い
て
は
、
第
九
五
条
の
目
的
（
外
圧
か
ら
憲
法
秩
序
を
守
る
こ
と
）
は
、
現
代
の
国
際
関
係
や
超
国
家
的
組
織
の
存
在
に
照

ら
し
た
と
し
て
も
、
す
べ
て
第
九
三
条
に
よ
っ
て
対
応
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
現
行
の
憲
法
に
照
ら
せ
ば
、
同
条
が
い

う
と
こ
ろ
の
国
際
機
関
へ
権
限
を
譲
渡
す
る
余
地
は
不
明
確
で
あ
る
と
述
べ
た
。

　
こ
の
宣
言
を
受
け
政
府
は
、
憲
法
第
一
六
七
条
の
規
定
に
従
い
、
市
町
村
選
挙
に
お
け
る
外
国
人
選
挙
権
だ
け
で
な
く
、
被
選
挙
権
も

認
め
る
と
い
う
内
容
の
憲
法
改
正
案
を
国
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
と
き
は
、
憲
法
改
正
が
す
べ
て
の
会
派
の
合
意
の
下
、
非
政
府
提
出
法

律
案
の
形
式
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
政
府
の
方
針
が
あ
っ
た
た
め
、
一
九
九
二
年
六
月
七
日
、
下
院
の
す
べ
て
の
会
派
が
共
同
し
て

同
改
正
案
を
下
院
に
提
出
し
、
可
決
さ
れ
た
。
同
改
正
案
は
下
院
本
会
議
で
の
承
認
に
続
き
、
上
院
本
会
議
で
も
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
結

果
、
憲
法
改
正
は
国
民
投
）
47
（
票
に
付
さ
れ
る
こ
と
な
く
成
立
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
同
年
、
八
月
二
七
日
、
国
王
は
憲
法
改
正
を
裁
可
し
、

こ
れ
を
公
布
し
た
。
結
果
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
一
三
条
第
二
項
は
、「
市
町
村
に
お
け
る
選
挙
権
」
と
い
う
部
分
に
加
筆
す
る
形
式
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で
「
市
町
村
に
お
け
る
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
」
と
改
め
ら
れ
た
。

　
な
お
、
そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
外
国
人
参
政
権
に
対
す
る
対
応
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ン 

ダ
で
は
、
同
条
約
批
准
の
問
題
が
生
じ
た
当
時
、
す
で
に
各
国
の
域
内
に
居
住
す
る
住
民
に
対
し
て
選
挙
権
・
被
選
挙
権
と
も
に
認
め
ら

れ
て
い
る
状
況
で
あ
っ
）
48
（
た
。
イ
ギ
リ
ス
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
）
49
（
は
、
同
条
約
批
准
問
題
が
生
じ
た
当
時
、
特
定
の
外
国
人
に
対
し
て
の
地
方
自

治
体
選
挙
に
お
け
る
選
挙
権
と
被
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
国
々
は
、
地
方
自
治
体

選
挙
に
お
い
て
外
国
人
に
選
挙
権
と
被
選
挙
権
を
付
与
す
る
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
憲
法
の
修
正
は
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
外
国
人
の
選
挙
権
と
被
選
挙
権
は
認

め
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
の
投
票
権
に
対
し
て
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
憲
法
上
で
留
保
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
国
々
は
、
憲
法
の
修
正
が
必
要
で
あ
り
、
批
准
当
時
、
す
で
に
そ
れ
を
実
行
し
た
か
、
も
し
く
は
実
行
過
程
に
あ
っ
）
50
（

た
。
ス
ペ

イ
ン
は
、
特
定
の
外
国
人
に
対
し
て
の
地
方
自
治
体
選
挙
に
お
け
る
選
挙
権
は
認
め
て
い
る
が
、
被
選
挙
権
ま
で
は
認
め
て
い
な
い
と
さ

れ
て
い
）
51
（

た
。
そ
の
た
め
、
同
条
約
批
准
の
際
に
は
憲
法
改
正
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
様
々
な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
機
会
と
な
っ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
国
会
の
ほ
と
ん
ど
の
会
派
が
今
後
、
新
た
に
憲
法
改

正
を
行
う
場
合
に
は
、
政
治
的
合
意
の
形
成
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
意
思
を
確
認
し
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
重
視
の
立
場
を
明
確
に
し
た
。

当
該
宣
言
が
、
現
行
憲
法
改
正
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
政
治
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。

㈢
　
ス
ペ
イ
ン
憲
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
条
約
の
抵
触
に
関
す
る
憲
法
裁
判
所
の
判
断

　
こ
の
事
例
は
、
ス
ペ
イ
ン
政
府
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
条
約
の
批
准
に
際
し
て
、
次
の
四
点
に
つ
い
て
憲
法
裁
判
所
に
宣
言
を
求
め
た

も
の
で
あ
る
。
①
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
条
約
Ⅰ
―
六
条
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
諸
機
関
が
制
定
し
た
法
は
、
加
盟
国
の
法
に
優
先
す
る
）
と
憲
法
の

間
に
矛
盾
の
存
在
ま
た
は
不
存
在
に
つ
い
て
。
②
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
条
約
Ⅱ
―
一
一
一
条
（
適
用
範
囲
）
及
び
Ⅱ
―
一
一
二
条
（
権
利
及
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び
原
則
の
範
囲
及
び
解
釈
）
と
憲
法
第
一
〇
条
第
二
項
と
の
間
に
矛
盾
が
存
在
す
る
か
し
な
い
か
。
③
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
条
約
に
対
し
て
、

国
際
機
関
へ
の
権
限
移
譲
を
明
記
し
た
条
項
で
あ
る
憲
法
第
九
三
条
は
適
用
で
き
る
の
か
否
か
。
④
当
該
事
例
が
、
憲
法
条
文
を
改
正
す

る
必
要
性
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
。

　
そ
の
結
果
と
し
て
憲
法
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
宣
）
52
（
言
し
た
。
①
・
②
に
つ
い
て
矛
盾
は
存
在
し
な
い
と
判
示
し
、
③
に
つ
い
て
は
同
条

約
の
批
准
に
対
し
て
は
憲
法
第
九
三
条
で
十
分
対
応
で
き
る
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
当
該
事
例
に
お
い
て
政
府
の
要
求
し
た
④
に
つ
い
て

宣
言
を
求
め
る
こ
と
は
、
憲
法
裁
判
所
が
行
う
判
断
と
し
て
は
適
切
と
は
言
え
な
い
と
し
て
却
下
し
た
。

　
当
該
事
例
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
条
約
が
合
憲
・
違
憲
で
あ
る
と
い
う
宣
言
を
発
し
な
く
て
も
、
そ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る

こ
と
で
、
で
き
る
限
り
憲
法
裁
判
所
が
憲
法
規
範
に
直
接
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
）
53
（
る
。
そ
う
し
た

姿
勢
が
、
憲
法
の
安
定
性
を
高
め
つ
つ
、
ス
ペ
イ
ン
国
内
の
世
論
を
誘
導
す
る
の
で
あ
る
。
同
条
約
自
体
は
、
結
局
は
フ
ラ
ン
ス
と
オ 

ラ
ン
ダ
が
国
民
投
票
を
実
施
し
た
も
の
の
、
否
決
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
た
め
、
発
効
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
は
構
成
各

国
内
で
最
初
に
国
民
投
票
を
実
施
し
、
賛
成
の
意
思
を
示
し
た
。
こ
の
と
き
憲
法
裁
判
所
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
条
約
と
ス
ペ
イ
ン
憲

法
の
間
に
矛
盾
や
抵
触
は
存
在
し
な
い
」
と
宣
言
し
、
批
准
に
際
し
て
法
的
に
は
憲
法
第
九
三
条
の
規
定
（
国
際
機
関
へ
の
権
限
移
譲
）
で

十
分
対
応
で
き
る
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
④
に
関
す
る
判
断
は
、
で
き
る
限
り
政
治
部
門
に
譲
る
姿
勢
を
示
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
点
が
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
批
准
時
の
宣
言
と
の
違
い
で
あ
る
。

㈣
　
憲
法
裁
判
所
宣
言
の
憲
法
秩
序
へ
の
影
響

1
　
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約

　
一
九
九
二
年
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
批
准
に
際
し
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
権
」（la ciudadanía euro

）
54
（

pea

）
と
い
う
概
念
が
誕
生
し
、

加
盟
国
内
の
外
国
人
に
対
し
て
地
方
参
政
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
ス
ペ
イ
ン
も
そ
の
他
の
加
盟
国
と
と
も
に
マ
ー
ス
ト
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リ
ヒ
ト
条
約
を
批
准
す
る
た
め
に
は
同
条
約
と
国
内
法
と
の
間
に
あ
る
抵
触
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
四

年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
条
約
批
准
に
際
し
て
も
、
条
約
と
憲
法
が
抵
触
す
る
か
否
か
と
い
う
疑
義
が
存
在
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
憲
法
の

番
人
た
る
憲
法
裁
判
所
が
発
す
る
宣
言
が
、
憲
法
秩
序
を
ど
の
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
か
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
九
二
年
の
事
例
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
憲
法
裁
判
所
の
意
思
が
憲
法
改
正
を
促
し
た
側
面
が
あ
り
、
そ
の
意
思
決
定
に
は
マ
ー
ス
ト

リ
ヒ
ト
条
約
と
い
う
新
し
い
対
外
的
規
範
が
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
後
も
憲
法
裁
判
所
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
統
合
に
関
す
る
条
約
に
対
し
て
、
違
憲
の
判
断
を
下
す
よ
う
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
性
質
の
条
約
を
批
准
す
る
た
め
に
憲
法
改
正
を
行

う
こ
と
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
）
55
（

る
。
ま
た
、
違
憲
の
宣
言
を
発
し
な
く
と
も
、
条
約
が
合
憲
で
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
憲
法
の
安
定
性
を
高
め
つ
つ
も
、
ス
ペ
イ
ン
の
国
内
世
論
を
誘
導
す
る
よ
う
な
状
況
も
起
こ
り
得
る
。
こ
の
こ
と
は
、
憲

法
改
正
や
国
家
的
に
重
要
な
決
定
を
国
民
投
票
に
か
け
る
際
に
、
憲
法
裁
判
所
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
民
意
を
政

治
的
に
想
定
さ
れ
た
結
果
へ
と
向
か
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
決
定
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁

判
所
の
判
決
な
ど
が
ス
ペ
イ
ン
憲
法
裁
判
所
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
憲
法
裁
判
所
の
見
解
は
ス
ペ
イ
ン
の
国
政
、
さ
ら
に
は
民
意
に
ま
で

影
響
を
与
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
憲
法
裁
判
所
は
、「
ス
ペ
イ
ン
憲
法
の
最
高
の
解
釈
者
」
と
し
て
憲
法
秩
序

を
維
持
し
つ
つ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
い
う
荒
波
の
中
、「
憲
法
の
舵
取
り
」
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

2
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
条
約

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
条
約
で
は
、
憲
法
裁
判
所
が
行
う
判
断
に
つ
い
て
、
条
約
と
憲
法
の
間
の
抵
触
の
存
在
に
つ
い
て
は
判
断
し
た
が
、

憲
法
改
正
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
）
56
（

た
。
確
か
に
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
批
准
に
関
す
る
宣
言
の
よ
う
に
憲
法
を

安
定
的
に
運
用
す
る
た
め
に
積
極
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
一
定
の
評
価
が
で
き
る
も
の
の
、
同
裁
判
所
に
は
そ
こ
ま
で
の
役

割
は
期
待
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
政
府
が
、
法
的
拘
束
力
の
な
い
宣
言
を
自
身
の
政
策
に
関
す
る
い
わ
ば
お
墨
付
き
を
得
る
た

め
に
求
め
る
制
度
と
し
て
の
側
面
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
の
改
変
は
あ
く
ま
で
民
意
の
信
託
を
受
け
た
政
治
部
門
が
行
わ



法学政治学論究　第96号（2013.3）

20

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
該
宣
言
は
、
憲
法
秩
序
に
直
接
的
な
影
響
は
与
え
て
い
な
い
も
の
の
、
憲
法
裁
判
所
の
憲
法
運
用

に
対
し
て
間
接
的
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
よ
う
に
思
う
。
憲
法
裁
判
所
の
宣
言
に
つ
い
て
学
者
の
立
場
か
ら
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
提

起
と
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
た
。
本
章
で
言
及
し
た
事
例
に
付
属
す
る
代
表
的
学
説
の
紹
介
と
し
て
、
次
章
で
は
、
解
釈
説
、
第
一
六
七

条
説
、
第
一
六
八
条
説
の
三
つ
の
立
場
か
ら
論
じ
て
い
き
た
い
。

四
　
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
国
内
的
議
論
の
状
況

㈠
　
解
釈
説

　
こ
の
学
説
はA. M

AN
G
AS M

ARTÍN
、J. D

E M
IG
U
EL

等
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
憲
法
第
九
三
条

に
基
づ
け
ば
改
正
は
必
要
な
し
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
学
説
の
背
景
に
は
、
内
閣
に
属
す
る
国
務
院
（Consejo de E

）
57
（

stado

）
が
、

制
度
的
な
修
正
は
極
力
小
さ
い
も
の
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
、
重
く
受
け
止
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
主
に
、
国
際
法
学
者
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
論
者
ら
が
中
心
と
な
り
展
開
さ
れ
た
学
説
で
あ
）
58
（
り
、
彼
ら
は
、
国
際
機
関
へ
の
権
限
移
譲

に
つ
い
て
明
記
さ
れ
た
憲
法
第
九
三
条
を
根
拠
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
関
す
る
決
定
事
項
で
あ
る
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
や
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
憲
法
条
約
は
国
内
的
効
力
を
持
ち
得
る
と
考
え
て
い
る
た
め
、
憲
法
改
正
は
必
要
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
法
的
な
修
正
と
し

て
は
、「
選
挙
制
度
に
関
す
る
組
織
法
（Ley O

rgánica de Régim
en Electoral G

eneral

）」
の
関
連
条
項
（
第
一
七
六
条
（
選
挙
権
に
つ
い
て
）、

第
一
七
七
条
（
被
選
挙
権
に
つ
い
て
））
を
改
正
す
る
だ
け
で
十
分
だ
と
し
て
い
）
59
（
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
条
約
に
よ
る
法
的
影
響
は
第
九
三
条
の
範
囲
内
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
さ
ら
に
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
お
け

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
権
は
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
に
本
質
的
な
変
更
を
も
た
ら
さ
な
い
で
は
な
い
か
と
主
張
し
て
い
）
60
（
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
憲
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法
第
九
三
条
が
い
う
と
こ
ろ
の
国
際
機
関
へ
の
権
限
移
譲
の
限
界
は
、
憲
法
の
第
一
編
に
あ
る
自
治
州
に
関
す
る
制
度
や
法
の
尊
重
、
基

本
的
権
利
・
自
由
な
ど
で
あ
り
、
民
主
的
な
国
家
を
存
続
の
危
機
に
追
い
や
る
よ
う
な
主
権
の
帰
属
が
問
題
な
の
だ
と
し
て
い
）
61
（

る
。
そ
の

ほ
か
に
彼
ら
は
、
後
述
す
る
第
一
六
八
条
改
正
説
の
論
者
が
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
と
憲
法
と
の
抵
触
は
主
権
の
帰
属
の
問
題
に
直
接
関

わ
る
問
題
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、
当
該
条
約
が
超
国
家
的
組
織
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
決
議
で
あ
る
か

ら
問
題
は
な
い
と
反
論
し
て
い
）
62
（

る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
を
超
国
家
的
組
織
と
捉
え
る
見
方
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
条
約
批
准
の
際
も
同
様

で
あ
る
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
条
約
の
批
准
に
関
し
て
は
、
結
果
的
に
解
釈
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
学
説
の
妥
当
性
が
再
認
識
さ
れ
て
い
る
。

㈡
　
第
一
六
七
条
改
正
説

　
こ
の
学
説
はJ. PÉREZ ROYO

、M
. M
ARTÍN

EZ CU
AD
RAD

O

等
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
マ
ー
ス

ト
リ
ヒ
ト
条
約
批
准
に
際
し
、
憲
法
改
正
は
必
要
で
あ
る
が
、
憲
法
第
一
三
条
第
二
項
の
み
に
限
定
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る

も
の
で
あ
）
63
（

る
。
彼
ら
は
、
憲
法
学
者
の
中
で
も
比
較
的
現
実
の
国
際
政
治
情
勢
に
沿
っ
た
考
え
方
を
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
彼
ら
は
、

一
九
九
二
年
に
行
わ
れ
た
憲
法
改
正
を
肯
定
的
に
捉
え
、
こ
の
改
正
が
行
わ
れ
よ
う
と
す
る
段
階
で
実
際
に
調
査
・
研
究
を
し
て
い
た
か
、

立
憲
主
義
的
な
主
張
を
す
る
者
等
が
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
は
賛
成
す
る
傾
向
が
あ
）
64
（

り
、
そ
の
際
、
憲
法
改

正
が
必
要
な
ら
ば
そ
の
可
能
性
も
あ
り
得
る
と
考
え
て
い
る
。
当
然
こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
と
憲
法
と
の
矛
盾

の
存
在
を
、
彼
ら
も
一
応
は
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
憲
法
改
正
は
、
い
わ
ば
政
策
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
他
の
改
正
手
続

に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
を
要
求
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
憲
法
を
改
正
す
る
と
い
う
政
治
決
定
を
再
検
討
す
る
こ
と
だ
と
理
解

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
批
准
問
題
の
と
き
の
よ
う
な
手
段
で
憲
法
を
改
正
し
た
の
は
、
単
に
他
の
手

続
よ
り
も
効
率
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
完
璧
な
憲
法
改
正
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
考
え
方
な
の
で
あ
る
。
当
該
事
例
の
よ
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う
な
場
合
に
、
第
一
六
七
条
の
通
常
の
技
術
的
改
正
手
続
の
中
で
も
、
最
も
効
率
的
な
形
式
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
議
会
の
両
院
で
五

分
の
三
以
上
の
同
意
を
得
た
上
で
、
国
民
投
票
を
要
求
し
な
い
手
続
で
あ
）
65
（

る
。
つ
ま
り
、
一
定
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
た
上
で
、
こ
の
改

正
手
続
を
国
民
投
票
な
し
で
行
う
の
が
、
政
治
の
混
乱
を
回
避
し
つ
つ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
た
め
の
法
改
正
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
し
て
、
法
政
策
的
観
点
か
ら
も
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
法
状
況
は
、
憲
法
制
定
者
に
と
っ
て
想

定
内
で
あ
り
、
憲
法
の
安
定
性
を
高
め
る
と
い
う
二
つ
の
改
正
条
項
を
設
置
し
た
意
義
が
こ
の
学
説
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㈢
　
第
一
六
八
条
改
正
説

　
こ
の
学
説
はJ. D

E ESTEBAN

等
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
、
憲
法
第
一
三
条
第
二
項
だ
け
で
は
な
く
憲
法
第
二
三
条
第
二
）
66
（
項

の
改
正
も
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
）
67
（

る
。
つ
ま
り
一
九
九
二
年
に
行
わ
れ
た
憲
法
改
正
で
、
第
一
六
七
条
改
正
を
選
択
し
た
こ
と

は
、
妥
当
で
は
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
第
八
ｂ
条
第
一
項
を
承
認
す
る
上
で
な
さ
れ
る
べ
き
改
正
は
、
第
一

三
条
第
二
項
の
み
な
ら
ず
、
関
連
条
項
で
あ
る
第
二
三
条
第
二
項
も
改
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
憲
法
第
一
六
八
条
第

一
項
）
68
（

に
は
「
憲
法
の
全
面
改
正
、
ま
た
は
序
編
（
一
条
〜
九
条
）、
第
一
編
第
二
章
第
一
節
（
一
五
条
〜
二
九
条
）
も
し
く
は
第
二
編
（
五
六

条
〜
六
五
条
）
に
関
す
る
…
…
」
と
あ
り
、
第
二
三
条
は
ま
さ
に
上
記
の
規
定
に
該
当
す
る
条
項
な
の
で
、
通
常
の
技
術
的
改
正
で
は
不

可
能
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
地
方
参
政
権
に
対
す
る
介
入
を
強
く
求
め
て
い
る

の
で
、
慎
重
に
扱
わ
れ
て
然
る
べ
き
案
件
で
、
国
民
投
票
と
い
う
手
続
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
当
該
学
説
に
関

し
て
は
、
第
一
六
七
条
改
正
説
の
代
表
的
な
論
客
の
一
人
で
あ
るJ. PÉREZ ROYO

も
、
検
討
す
べ
き
問
題
だ
と
し
て
、
一
定
の
理
解

を
示
し
て
い
）
69
（
る
。
確
か
に
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
と
ス
ペ
イ
ン
憲
法
の
間
で
抵
触
し
て
い
る
条
文
の
文
言
を
比
較
し
て
み
る
と
、
前
述

し
た
よ
う
に
、
第
二
三
条
第
二
項
も
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
読
め
な
く
な
い
た
め
、
第
一
六
八
条
改
正
説
が
妥
当
に
な
る
。
し
か
し
、

ス
ペ
イ
ン
憲
法
裁
判
所
が
第
一
六
七
条
改
正
説
の
立
場
を
取
っ
た
の
は
、
国
政
の
無
用
な
混
乱
を
回
避
す
る
意
図
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
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る
。
も
っ
と
も
、
憲
法
裁
判
所
が
憲
法
の
解
釈
者
と
し
て
最
高
の
地
位
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
意
図
に
は
若
干
疑
問
が
残
り
、

同
裁
判
所
が
行
っ
た
憲
法
解
釈
に
は
政
治
的
影
響
を
強
く
受
け
た
と
い
う
印
象
が
否
め
な
い
。
こ
れ
は
同
裁
判
所
の
憲
法
の
解
釈
者
と
い

う
側
面
と
同
様
に
、
憲
法
の
運
用
者
と
し
て
の
側
面
も
併
せ
持
っ
て
い
る
も
の
と
推
測
で
き
る
と
い
う
見
解
も
あ
）
70
（
る
。

㈣
　
小
　
括

　
こ
れ
ま
で
議
論
し
て
き
た
よ
う
に
、
憲
法
裁
判
所
の
持
つ
条
約
審
査
の
権
限
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
も
の
の
、
や
は
り
条
約
の
批
准
と

い
う
重
大
な
問
題
を
決
定
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
は
政
治
部
門
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
裁
判
所
の
判
断
が
憲
法
秩
序
の
改
変
に

対
し
て
与
え
る
影
響
は
限
定
的
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
改
正
手
続
条
項
に
関
し
て
判
示
す
る
と
き
に
は
注
意
が

必
要
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
独
自
の
改
正
規
定
で
あ
る
第
一
六
七
条
（
技
術
的
改
正
手
続
）
と
第
一
六
八
条
（
本
質
的
改
正
手
続
）
の
特
異
な

と
こ
ろ
は
、
憲
法
典
の
中
に
具
体
的
に
何
条
が
第
一
六
七
条
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
、
何
条
が
第
一
六
八
条
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
の
か
を

明
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
批
准
問
題
で
は
、
憲
法
裁
判
所
が
条
約
と
憲
法
の
抵
触
に
関
し
て
宣

言
（
法
的
拘
束
力
な
し
）
を
行
う
こ
と
で
、
政
治
的
合
意
形
成
に
対
し
て
お
墨
付
き
を
与
え
る
よ
う
な
形
に
な
っ
た
。
前
述
し
た
三
つ
の

学
説
を
検
討
し
て
み
る
と
、
同
裁
判
所
の
決
定
と
は
異
な
る
説
も
そ
れ
な
り
に
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
条
約
に
対
す
る
憲
法

裁
判
所
の
判
断
で
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
決
定
の
妥
当
性
を
高
め
、
憲
法
の
変
容
に
際
し
て
安
定
的

な
運
用
を
す
る
た
め
で
あ
る
。
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
改
正
の
実
質
的
限
界
を
示
し
て
い
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
第
一
六
八
条
に
列
挙
さ

れ
て
い
る
条
文
に
関
す
る
抵
触
問
題
に
際
し
て
は
、
非
常
に
消
極
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
言

う
ほ
う
が
正
確
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の
改
正
手
続
条
項
の
設
置
し
た
現
行
憲
法
制
定
者
の
意
図
は
、
こ
れ
ら
の
条
項
に
よ
っ
て
形
式
的
に
は

無
限
界
で
あ
る
憲
法
改
正
に
つ
い
て
、
憲
法
条
文
上
で
そ
の
条
文
に
関
す
る
改
正
に
つ
い
て
優
先
順
位
を
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
で
、
憲
法

規
範
の
安
定
性
を
高
め
る
こ
と
を
狙
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
二
つ
の
改
正
手
続
条
項
が
憲
法
裁
判
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所
制
度
を
安
定
的
に
運
用
す
る
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
こ
こ
ま
で
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
裁
判
所
制
度
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
関
連
条
約
の
審
査
に
関
す
る
事
例
と
学
説
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、

以
上
の
こ
と
か
ら
見
て
取
れ
る
の
は
同
裁
判
所
の
姿
勢
の
変
化
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
積
極
的
に
で
は
な
い
も
の
の
憲
法
秩
序
に
影
響
与
え
、

改
正
手
続
に
ま
で
言
及
し
た
一
九
九
二
年
の
宣
言
に
対
し
、
二
〇
〇
四
年
の
宣
言
は
、
努
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
特
有
の
二

つ
の
改
正
手
続
規
定
は
、
憲
法
裁
判
所
に
と
っ
て
判
断
の
幅
を
広
げ
て
し
ま
う
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
、
そ
の
扱
い
に
は
慎

重
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
実
際
、
一
九
九
二
年
改
正
の
際
は
、
同
裁
判
所
が
多
く
の
こ
と
に
言
及
し
た
た
め
、
様
々
な
論
争
が
起
こ
る
結

果
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
二
〇
〇
四
年
の
宣
言
は
、
当
時
の
反
省
も
踏
ま
え
た
上
で
発
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
評
価
で
き
る
。
ま
た
、
二

〇
〇
六
年
に
、
枢
密
院
が
内
閣
か
ら
求
め
ら
れ
る
形
で
憲
法
改
正
に
関
す
る
見
解
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
中
身
は
、
Ｅ
Ｕ
建
設
過
程
の
憲

法
的
受
容
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
①
ス
ペ
イ
ン
国
民
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
主
主
義
諸
国
と
と
も
に
Ｅ
Ｕ
の
建
設
過
程
に
参
加
す
る
意
思
を

表
明
す
る
文
言
を
、
憲
法
の
前
文
ま
た
は
条
文
に
盛
り
込
む
こ
と
、
②
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
を
ス
ペ
イ
ン
の
法
体
系
に
編
入
す
る
明
文
規
定
を

設
け
る
こ
と
、
③
Ｅ
Ｕ
条
約
批
准
の
た
め
特
別
手
続
を
構
想
し
、
そ
の
要
件
、
手
続
及
び
可
能
な
制
約
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
も
の
で
、

憲
法
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
項
（cláusula europea

）
の
設
置
を
提
案
し
て
い
）
71
（

る
。
ま
た
、
最
近
の
事
例
で
は
、
二
〇
一
一
年
、
財
政
債
務
に

関
す
る
第
一
三
五
条
の
全
面
的
な
改
正
が
行
わ
れ
、
改
正
に
合
わ
せ
た
附
則
と
最
終
規
定
が
定
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
と
き
は
憲
法
裁
判
所

に
判
断
を
求
め
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
政
治
部
門
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
み
で
改
正
手
続
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
は
、
国
民
投
票
も
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
民
意
を
無
視
し
た
改
正
で
あ
る
と
の
批
判
が
噴
出
し
た
。
た
だ
し
、
今
ま
で
に

行
わ
れ
た
憲
法
改
正
で
国
民
投
票
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
国
民
投
票
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
今
後
の
課
題
と
し
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た
い
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
憲
法
改
正
に
つ
い
て
論
じ
る
上
で
前
提
と
な
る
憲
法
裁
判
所
の
制

度
や
憲
法
改
正
に
関
す
る
事
例
、
学
説
の
紹
介
に
終
始
し
た
が
、
次
稿
に
向
け
て
は
、
こ
れ
ら
の
さ
ら
な
る
検
討
に
加
え
、
理
論
的
な
側

面
か
ら
も
考
察
を
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

（
1
）  

憲
法
正
文
の
テ
キ
ス
ト
は
、Constitución española, Congreso de los D

iputados, （1998

）
を
参
照
し
、
邦
訳
は
池
田
実
「
新
訳
　
ス
ペ

イ
ン
憲
法
」（
参
憲
資
料
第
六
号
）『
ス
ペ
イ
ン
憲
法
概
要
』（
参
議
院
憲
法
調
査
会
事
務
局
、
二
〇
〇
一
年
）、
二
三
―
六
九
頁
、
黒
田
清
彦
「
ス

ペ
イ
ン
憲
法
試
訳
（
上
）、（
下
）」『
南
山
法
学
三
巻
一
号
・
二
号
』（
一
九
七
九
年
）、（
上
）
一
三
五
―
一
九
四
頁
、（
下
）
一
四
九
―
二
一
〇
頁
、

を
参
照
し
た
。

（
2
）  

ス
ペ
イ
ン
憲
政
史
上
初
め
て
の
憲
法
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
一
八
〇
八
年
の
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
憲
法
で
あ
る
が
、
対
フ
ラ
ン
ス
独
立
戦
争
の
た
め
、

ほ
と
ん
ど
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
実
質
的
に
ス
ペ
イ
ン
最
初
の
自
主
憲
法
は
、
一
八
一
二
年
の
カ
デ
ィ
ス
憲
法
で
あ
る
。
こ
の
憲
法
は
国
民
主
権

の
立
憲
君
主
制
憲
法
で
あ
り
、
一
院
制
国
会
、
国
王
権
力
の
制
限
、
三
権
分
立
の
統
治
機
構
、
広
範
な
自
由
・
権
利
条
項
な
ど
急
進
的
自
由
主
義

の
思
想
が
色
濃
く
表
れ
た
憲
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
ク
ー
デ
タ
ー
や
一
八
三
四
年
の
王
国
憲
章
公
布
な
ど
、
政
治
的
な
変
動
に
左
右
さ
れ
破

棄
・
公
布
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
り
定
着
は
困
難
だ
っ
た
。
そ
の
王
国
憲
章
も
憲
法
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
が
、
そ
の
後
も
次
々
と
憲
法
が

成
立
・
廃
止
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
一
八
三
七
年
憲
法
は
、
自
由
主
義
進
歩
派
と
穏
健
派
の
妥
協
の
産
物
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
一
八
四
五
年
憲
法
は
、
穏
健
派
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
反
映
す
る
保
守
的
な
憲
法
が
成
立
し
た
。
一
八
六
九
年
憲
法
は
、
進
歩
派
の

主
導
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
国
民
主
権
原
理
に
立
脚
し
、
厳
格
な
権
力
分
立
を
定
め
、
広
範
か
つ
詳
細
な
権
利
宣
言
を
備
え
た
民
主
主
義
的
な

立
憲
君
主
憲
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
七
三
年
に
国
王
が
王
位
を
放
棄
し
国
会
は
共
和
制
を
宣
言
し
た
（
第
一
共
和
制
）。
た
だ
し
、
こ
の

と
き
共
和
制
憲
法
草
案
は
作
ら
れ
た
も
の
の
、
公
布
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
一
八
七
六
年
の
王
政
復
古
憲
法
は
穏
健
で
保
守
的
な
も
の
で
は
あ
る

が
、
こ
の
憲
法
の
間
は
政
治
が
安
定
し
た
こ
と
も
あ
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
は
薄
れ
た
。
こ
の
憲
法
は
ス
ペ
イ
ン
憲
法
史
上
最
長
の
四
七
年
間
存
続

し
た
。
そ
の
後
の
一
九
二
三
年
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
軍
事
独
裁
が
始
ま
り
、
一
九
三
一
年
の
第
二
共
和
制
成
立
ま
で
続
い
た
。
一
九
三
一
年

の
第
二
共
和
国
憲
法
は
共
和
主
義
・
社
会
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
色
濃
く
反
映
し
た
人
民
主
権
の
憲
法
で
あ
り
、
戦
争
放
棄
条
項
、
社
会
権
規

定
、
自
治
州
制
度
な
ど
二
〇
世
紀
憲
法
と
し
て
の
先
進
的
な
要
素
を
多
く
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
三
六
年
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
を
き
っ
か
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け
に
、
共
和
国
側
と
反
乱
軍
側
に
分
か
れ
て
の
内
戦
に
突
入
し
た
。
一
九
三
九
年
に
内
戦
が
終
結
し
、
そ
れ
以
後
、
内
戦
に
勝
利
し
た
フ
ラ
ン
コ

が
民
主
主
義
を
否
定
し
、
保
守
的
・
伝
統
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
固
め
た
独
裁
体
制
を
維
持
し
た
。
こ
の
独
裁
体
制
下
で
は
、
憲
法
的
な
る
法

律
は
存
在
し
た
が
、
単
一
の
憲
法
典
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
一
九
七
五
年
に
フ
ラ
ン
コ
が
死
去
す
る
と
、
国
家
元
首
継
承
者
に
指
名
さ
れ
て
い
た

現
国
王
で
も
あ
る
フ
ァ
ン
・
カ
ル
ロ
ス
一
世
が
国
王
に
即
位
し
、
自
ら
積
極
的
に
民
主
化
の
た
め
の
改
革
を
推
し
進
め
た
。
民
主
化
と
と
も
に
新

憲
法
の
制
定
に
も
取
り
組
み
、
一
九
七
八
年
に
公
布
・
施
行
さ
れ
た
の
が
現
憲
法
で
あ
る
。

（
3
）  
野
口
健
格
「
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
二
つ
の
憲
法
改
正
手
続
条
項
の
意
義
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
八
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）、
一
三
三
―
一
六

〇
頁
。

（
4
）  

憲
法
第
一
六
八
条
第
一
項
の
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
国
の
基
本
的
な
形
（
序
編
）
に
関
す
る
も
の
と
は
、
法
治
国
家
・
国
民
主

権
・
議
会
君
主
制
（
第
一
条
）、
国
家
の
統
一
性
・
自
治
権
（
第
二
条
）、
公
用
語
（
第
三
条
）、
国
旗
・
州
旗
（
第
四
条
）、
首
都
（
第
五
条
）、

政
党
（
第
六
条
）、
労
働
組
合
・
使
用
者
団
体
（
第
七
条
）、
軍
隊
（
第
八
条
）、
憲
法
・
公
権
力
の
役
割
（
第
九
条
）
で
あ
る
。
次
に
、
基
本
的

権
利
お
よ
び
公
的
自
由
（
第
一
編
第
二
章
第
一
節
）
に
関
す
る
も
の
と
は
、
生
命
権
・
拷
問
の
禁
止
・
死
刑
の
廃
止
（
第
一
五
条
）、
思
想
・
宗

教
の
自
由
・
国
教
の
禁
止
・
公
権
力
と
教
会
の
協
力
関
係
（
第
一
六
条
）、
自
由
お
よ
び
安
全
に
対
す
る
権
利
・
法
定
手
続
の
保
障
（
第
一
七
条
）、

名
誉
権
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
・
肖
像
権
・
住
居
の
不
可
侵
・
通
信
の
秘
密
（
第
一
八
条
）、
居
住
・
移
転
の
自
由
・
出
入
国
の
自
由
（
第
一
九
条
）、

表
現
の
自
由
・
教
授
の
自
由
・
情
報
に
対
す
る
権
利
、
ア
ク
セ
ス
権
（
第
二
〇
条
）、
集
会
の
権
利
（
第
二
一
条
）、
結
社
の
権
利
（
第
二
二
条
）、

参
政
権
・
公
職
就
任
権
（
第
二
三
条
）、
裁
判
を
受
け
る
権
利
（
第
二
四
条
）、
㴑
及
処
罰
の
禁
止
・
受
刑
者
の
権
利
（
第
二
五
条
）、
名
誉
裁
判

所
の
禁
止
（
第
二
六
条
）、
教
育
に
対
す
る
権
利
・
教
育
の
自
由
・
大
学
の
自
治
（
第
二
七
条
）、
労
働
組
合
組
織
権
・
ス
ト
ラ
イ
キ
権
（
第
二
八

条
）、
請
願
権
（
第
二
九
条
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
王
（
第
二
編
）
に
関
す
る
も
の
と
は
、
国
王
の
地
位
・
称
号
・
不
可
侵
性
・
無
答
責
性

（
第
五
六
条
）、
王
位
継
承
の
原
則
（
第
五
七
条
）、
国
王
の
配
偶
者
（
第
五
八
条
）、
摂
政
（
第
五
九
条
）、
未
成
年
国
王
の
後
見
人
（
第
六
〇
条
）、

国
王
・
皇
太
子
・
摂
政
の
宣
誓
（
第
六
一
条
）、
国
王
の
権
能
（
第
六
二
条
）、
国
王
の
対
外
的
権
能
（
第
六
三
条
）、
副
署
（
第
六
四
条
）、
王
室

経
済
（
第
六
五
条
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
文
を
改
正
す
る
と
き
は
、
よ
り
厳
格
な
本
質
的
改
正
手
続
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

（
5
）  

こ
の
よ
う
な
考
え
に
関
す
る
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、PED

RO
 D
E V
EG
A, La reform

a constitucional y la problem
atica del poder 

constituyente, 

（Tecnos, M
adrid, 1985

）. SAN
TIAG

O
 SÁN

CH
EZ G

O
N
ZÁLEZ y PILAR M

ELLAD
O
 PRAD

O, La Constitución 
D
em
ocrática Española y sus Fuentes, （Editorial Centro de Estudios Ram

ón Areces, M
adrid, 2003

）. 

が
挙
げ
ら
れ
る
。
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（
6
）  

組
織
法
（Ley O

rgánica

）
は
、
法
律
の
中
で
も
憲
法
の
基
本
原
則
や
国
政
の
根
本
に
関
わ
る
重
要
な
法
律
の
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
の
下
に
位

置
し
、
他
の
諸
法
律
よ
り
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
憲
法
第
八
一
条
に
そ
の
規
定
が
あ
る
。

（
7
）  

な
ぜ
一
二
名
と
い
う
裁
判
官
の
数
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
ス
ペ
イ
ン
第
二
共
和
政
下
の
憲
法
保
障
裁
判
所
が
、
二
五
名
の
裁
判
官
か
ら
構
成

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
裁
判
所
と
し
て
の
意
思
統
一
に
支
障
を
き
た
し
た
反
省
か
ら
ス
リ
ム
化
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
佐
藤
修
一
郎
「
ス
ペ

イ
ン
憲
法
裁
判
所
研
究
序
説
」『
工
学
院
大
学
共
通
課
程
研
究
論
叢
』
第
三
六
巻
二
号
（
一
九
九
八
年
）、
四
九
頁
参
照
。

（
8
）  
裁
判
官
の
人
事
、
そ
の
他
の
監
督
を
行
う
裁
判
官
に
よ
る
一
種
の
自
治
組
織
で
、
司
法
権
の
独
立
保
障
の
た
め
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
議
長
は
最
高
裁
判
所
長
官
が
務
め
、
そ
の
他
二
〇
名
の
評
議
員
（
一
二
名
を
裁
判
官
の
中
か
ら
選
出
、
残
り
八
名
を
一
五
年
以
上
の
職
歴
を

有
す
る
権
威
あ
る
弁
護
士
等
の
法
律
家
の
中
か
ら
、
上
下
両
院
が
各
四
名
を
五
分
の
三
以
上
の
多
数
決
で
推
挙
す
る
）
で
構
成
さ
れ
る
。

（
9
）  

黒
田
清
彦
「
ス
ペ
イ
ン
憲
法
二
〇
年
」『
南
山
法
学
』（
一
九
九
八
年
）、
二
九
頁
参
照
。 

（
10
）  

黒
田
・
同
右
、
三
〇
頁
、
亀
野
邁
夫
「
ス
ペ
イ
ン
の
憲
法
裁
判
所
」『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
二
〇
〇
三
年
八
月
号
（
二
〇
〇
三
年
）、
一
二
頁
。

（
11
）  

佐
藤
・
前
掲
注
（
7
）、
五
一
頁
参
照
。

（
12
）  

ス
ペ
イ
ン
憲
法
裁
判
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
中
の「
構
成
と
組
織
」を
参
照
。http://w

w
w.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/com

posicionOrganizacion/ 
Paginas/fichaM

agistrado.aspx
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
二
日
閲
覧
）。

（
13
）  

亀
野
・
前
掲
注
（
10
）、
一
九
八
四
年
一
二
月
二
六
日
の
組
織
法
第
八
号
（
良
心
的
兵
役
拒
否
の
場
合
に
お
け
る
訴
訟
手
続
規
定
の
新
設
）、
一

九
八
五
年
六
月
二
六
日
の
組
織
法
第
四
号
、
一
九
八
八
年
六
月
九
日
の
組
織
法
第
六
号
、
一
九
九
九
年
四
月
二
一
日
の
組
織
法
第
七
号
（
国
等
に

対
し
地
方
自
治
体
の
権
限
を
擁
護
す
る
た
め
の
争
い
に
関
す
る
規
定
の
新
設
）、
二
〇
〇
〇
年
一
月
七
日
の
組
織
法
第
一
号
。

（
14
）  

ル
イ
・
フ
ァ
ヴ
ォ
ル
ー
著
、
山
元
一
訳
『
憲
法
裁
判
所
』（
敬
文
堂
、
一
九
九
九
年
）、
一
一
二
頁
参
照
。

（
15
）  

ス
ペ
イ
ン
で
は
現
在
一
七
の
自
治
州
と
二
つ
の
自
治
市
（
セ
ウ
タ
、
メ
リ
ー
ジ
ャ
）
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
自
治
州
は
独
自
の
議
会

や
政
府
を
持
ち
、
教
育
や
医
療
、
社
会
保
障
な
ど
地
域
住
民
の
生
活
に
直
結
す
る
分
野
で
幅
広
い
自
治
権
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地

域
主
義
は
歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
ス
ペ
イ
ン
を
標
榜
し
た
フ
ラ
ン
コ
独
裁
の
期
間
に
弾
圧
を
受
け
た
。

（
16
）  PED

RO
 J. TEN

O
RIO
 SÁ
N
CH
EZ, El Tribunal Constitucional : Revista de D

erecho Político, núm
. 37, 

（1992

）, págs. 293  
y 294.

（
17
）  

護
民
官
（D

efensor del Pueblo

）
は
、
憲
法
第
一
編
で
定
め
る
権
利
を
擁
護
す
る
た
め
、
国
会
の
高
等
受
任
者
と
し
て
国
会
に
よ
り
任
命
さ

れ
る
行
政
府
監
督
機
関
（
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
）
で
あ
る
（
憲
法
第
五
四
条
）。
護
民
官
法
（Ley O

rgánica 3 / 1981, de 6 de abril, del D
efen-
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sor del Pueblo

）
に
よ
る
と
護
民
官
の
任
期
は
五
年
で
、「
違
憲
の
訴
え
」
及
び
「
憲
法
訴
願
」
の
提
訴
権
を
有
す
る
。

（
18
）  

池
田
実
「
ス
ペ
イ
ン
憲
法
裁
判
所
の
構
成
と
権
限
」『
山
梨
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
七
号
（
一
九
九
三
年
）、
五
頁
。

（
19
）  

ア
ム
パ
ー
ロ
（am

paro

）
の
語
義
は
、
保
護
、
庇
護
、
擁
護
な
ど
で
あ
る
。
人
身
保
護
訴
訟
の
起
源
は
古
く
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
時
代
に
人

権
を
侵
害
さ
れ
た
者
が
宗
主
国
ス
ペ
イ
ン
か
ら
派
遣
さ
れ
た
副
王
に
直
訴
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
人
権
保
護
訴
訟
と
し
て

の
ア
ム
パ
ー
ロ
訴
訟
制
度
が
形
成
さ
れ
た
の
は
一
九
世
紀
の
メ
キ
シ
コ
（
一
八
七
五
年
憲
法
下
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
九
一
七
年
の
メ

キ
シ
コ
憲
法
に
お
い
て
近
代
的
な
制
度
と
し
て
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
そ
の
後
、
そ
の
他
の
ス
ペ
イ
ン
系
諸
国
に
広
ま
り
、

ス
ペ
イ
ン
の
一
九
三
一
年
共
和
国
憲
法
で
採
り
入
れ
ら
れ
た
（
第
二
共
和
国
憲
法
第
一
二
一
条
ｂ
号
）。
現
在
の
ス
ペ
イ
ン
憲
法
で
定
め
ら
れ
て

い
る
人
権
保
護
訴
訟
（Recurso de am

paro

）
制
度
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
憲
法
異
議
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
20
）  

佐
藤
・
前
掲
注
（
7
）、
五
九
―
六
〇
頁
。

（
21
）  

庄
司
克
宏
「
欧
州
司
法
裁
判
所
と
Ｅ
Ｃ
法
の
直
接
効
果
」『
法
律
時
報
』
第
七
四
巻
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）、
一
四
―
二
〇
頁
を
参
照
。
ま
た
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
、Case 26 / 62, Van G

end en Loos v. N
ederlandese Adm

inistratie der 
Belastingen, ﹇1963

﹈ ECR 1.
。

（
22
）  JU

AN
 FERN

AN
D
O
 LÓ
PEZ AG

U
ILAR, La Reform

a de la Constitución

―O
pciones Constitucionales ante la Ratificación de 

los A
cuerdos de M

aastricht: Revista de D
erecho Politico, núm

. 36, （U
N
ED, M

adrid, 1992

）, p. 449.

（
23
）  Case 6 / 64, Costa v. EN
EL ﹇1964

﹈ ECR 585. 

邦
語
文
献
と
し
て
は
、
中
村
民
雄
・
須
網
隆
夫
編
『
Ｅ
Ｕ
法
基
本
判
例
集
（
第
二
版
）』

（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
三
―
四
頁
、
ま
た
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
流
れ
を
概
観
す
る
も
の
と
し
て
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ワ
イ
ラ
ー
著
、
南

義
清
・
広
部
和
也
・
荒
木
教
夫
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
変
容

―
Ｅ
Ｃ
憲
法
体
制
の
形
成

―
』（
北
樹
出
版
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
し
た
。
当

該
事
件
に
つ
い
て
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
①
優
先
関
係
は
Ｅ
Ｃ
法
が
決
め
る
の
で
あ
り
、
②
Ｅ
Ｃ
法
が
抵
触
す
る
あ
ら
ゆ
る
構
成
国
法
に
優
位
す

る
と
判
示
し
、
Ｅ
Ｃ
法
の
構
成
国
法
に
対
す
る
優
位
性
原
則
を
初
め
て
明
確
に
示
し
た
先
決
原
則
で
あ
る
と
し
た
。

（
24
）  

憲
法
第
九
三
条
「
憲
法
に
由
来
す
る
権
限
を
、
国
際
的
な
組
織
ま
た
は
機
関
に
移
譲
す
る
条
約
の
締
結
は
、
組
織
法
に
よ
り
、
こ
れ
を
承
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
条
約
、
お
よ
び
権
限
を
付
与
さ
れ
た
国
際
的
ま
た
は
超
国
家
的
組
織
に
よ
る
決
議
は
、
場
合
に
よ
り
、
国
会
ま
た

は
内
閣
が
、
そ
の
履
行
を
保
障
す
る
」。

（
25
）  D

eclaración del Tribunal Constitucional （D
TC

） 1/1992, 1 de julio. 《BO
E

》 núm
. 117, de 24 de julio de 1992, p. 466.

（
26
）  M

AN
U
EL ARAG

Ó
N
 REYES, La Constitución española y el Tratado de la U

nión Europea

―la reform
a de la Constitución: 
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Revista Española de D
erecho Constitucional, núm

. 42, （Centro de Estudios Constitucionales, 1994

）, p. 25.

（
27
）  

山
元
一
「
憲
法
改
正
問
題
と
し
て
の
国
際
機
関
へ
の
権
限
移
譲

―
「
国
家
主
権
」
に
お
け
る
《
実
質
的
思
考
》
と
《
形
式
的
思
考
》

―
」

『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
二
八
九
号
、（
二
〇
〇
五
年
）、
一
二
五
頁
参
照
。
ま
た
、JU

AN
 FERN

AN
D
O
 LÓ
PEZ AG

U
ILAR, ibíd 

（22

）., pp. 
451 -454.

も
同
様
の
見
解
で
あ
る
。

（
28
）  
西
原
博
史
「
憲
法
裁
判
所
制
度
の
導
入
？
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
二
八
九
号
（
二
〇
〇
五
年
）、
五
〇
頁
参
照
。
ま
た
、RAM

Ó
N
 PU
N
SET 

BLA
N
CO, El Tribunal Constitucional y la reform

a de la Constitución

―La reform
a constitucional

―¿hacia un nuevo pacto 
constituyente?: A

CTA
S D
E LA

S XIV
 JO
RN
A
DA
S D
E LA

 A
SO
CIA
CIÓ
N
 D
E LETRA

D
O
S D
EL TRIBU

N
A
L CO

N
STITU

-
CIO
N
A
L, 

（Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, M
adrid, 2009

）, pp. 9 -13.

やJO
RG
E D
E ESTEBAN, El estado de 

la Constitución 
―D

iez años de gobierno del PSO
E, （Libertarias/Prodhufi, M

adrid, 1992

）, pp. 199 -206. 

に
も
同
様
の
批
判
が
存
在

す
る
。

（
29
）  M

AN
U
EL CO

N
TRERAS, Sobre el Título X de la Constitución Española: de la reform

a constitucional: Revista de D
erecho 

Politico, núm
.37, 

（Centro de Estudios Constitucionales, M
adrid, 1992

）, pp. 303 -318. M
AN
U
EL ARAG

Ó
N
 REYES, PABLO

 
PÉREZ TREM

PS 

（Coord.

）, La reform
a de la Ley O

rgánica del Tribunal Constitucional, 

（tirant lo blam
ch, Valencia, 2007

）, 
pp. 121 -139.

（
30
）  

し
か
し
、
司
法
裁
判
所
と
同
様
の
形
式
を
取
る
事
実
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
憲
法
裁
判
所
が
司
法
権
に
属
さ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と

同
裁
判
所
自
ら
判
示
し
て
い
る
。Sentencia del Tribunal Constitucional 

（STC

） 9/1981, de 31 de m
arzo. 

《BO
E

》núm
. 89, 14 de 

abril de 1981.

（
31
）  

池
田
・
前
掲
注
（
18
）、
二
頁
参
照
。

（
32
）  

池
田
・
同
右
、
一
―
一
六
頁
参
照
。STC 17/1981, de 1 de junio. 《BO

E

》núm
. 143, de 16 de junio de 1981.

（
33
）  

亀
野
邁
夫
「
ス
ペ
イ
ン
の
憲
法
事
情
」、
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
『
諸
外
国
の
憲
法
事
情
二
』（
二
〇
〇
二
年
）、
一
七
頁
。

（
34
）  

同
条
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
を
前
提
に
設
け
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。M

AN
U
EL ARAG

Ó
N
 REYES, La Constitución española y el 

Tratado de la U
nión Europea

―la reform
a de la Constitución: Revista Española de D

erecho Constitucional, núm
. 42, 

（Centro 
de Estudios Constitucionales, M

adrid, 1994

）, pp. 9 -26.

（
35
）  

Ｅ
Ｃ
法
の
国
内
法
に
対
す
る
優
越
に
つ
い
て
わ
が
国
に
お
け
る
先
行
研
究
と
し
て
、
伊
藤
洋
一
「
Ｅ
Ｃ
法
の
国
内
法
に
対
す
る
優
越
（
１
）」
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『
法
学
教
室
』
二
六
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）、
一
〇
七
―
一
一
二
頁
、
同
「
Ｅ
Ｃ
法
の
国
内
法
に
対
す
る
優
越
（
２
）」『
法
学
教
室
』
二
六
五
号

（
二
〇
〇
二
年
）、
一
一
三
―
一
二
〇
頁
、
同
「
Ｅ
Ｃ
法
の
国
内
法
に
対
す
る
優
越
（
３
）」『
法
学
教
室
』
二
六
六
号
（
二
〇
〇
二
年
）、
一
二
一
― 

一
二
八
頁
が
そ
の
詳
細
を
説
明
し
て
い
る
。

（
36
）  ARACERI M

AN
G
AS M

ARTÍN, D
erecho Com

initario Europeo y D
erecho Español. 2aed., （Tecnos, M

adrid, 1987

）, pp. 21 -23 
y 37 -44. La D

eclaración del Tribunal Constitucional sobre El artículo 13.2 de la Constitución: una reform
a constitucional in-

necesaria: Revista Española de D
erecho Internacional, núm

. 44, 

（Instituto Francisco de V
itoria, Salam

anca, 1992

）, pp. 381 -
393.

（
37
）  Idem

.

（
38
）  Idem

.

（
39
）  

山
元
・
前
掲
注
（
27
）、
一
二
一
―
一
二
九
頁
参
照
。

（
40
）  

山
元
・
同
右
。

（
41
）  M

IG
U
EL RO

D
RÍGU

EZ-PIÑ
ERO

 y BRAVO
-FERRER, La protección de la posición institucional del tribunal Constitucional 

― 
El furueo de la justicia Constitucional: A

CTA
S D
E LA

S VII JO
RN
A
DA
S D
E LA

 A
SO
CIA
CIÓ
N
 D
E LETRA

D
O
S D
EL TRI-

BU
N
A
L CO

N
STITU

CIO
N
A
L, （Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, M

adrid, 2007

）, pp. 11 -22.

（
42
）  JO

RG
E D
E ESTEBAN, op. cit （28

）, pp. 39 -43.

（
43
）  

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
Ｇ
条
Ｃ
項
（
後
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
創
設
ロ
ー
マ
条
約
第
八
ｂ
条
第
一
項
）「
加
盟
国
に
居
住
す
る
連
合
の
市
民
で
あ
っ
て
居
住

国
の
国
民
で
な
い
す
べ
て
の
者
は
、
そ
の
者
が
居
住
す
る
加
盟
国
の
地
方
選
挙
に
お
い
て
当
該
国
の
国
籍
者
と
同
様
の
条
件
の
下
に
選
挙
権
及
び

被
選
挙
権
を
持
つ
。
こ
の
権
利
は
、
委
員
会
の
提
案
に
基
づ
き
、
欧
州
議
会
と
協
議
の
後
、
全
会
一
致
に
よ
り
、
理
事
会
が
一
九
九
四
年
一
二
月

三
一
日
以
前
に
採
択
す
る
詳
細
な
取
決
に
従
っ
て
行
使
さ
れ
る
。
こ
の
取
決
は
、
加
盟
国
に
特
有
の
問
題
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
留
保

す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

（
44
）  

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
お
け
る
外
国
人
参
政
権
問
題
に
つ
い
て
は
、
河
原
祐
馬
「
国
民
国
家
の
「
変
容
」
と
外
国
人
参
政
権
問
題
」
及
び
植
村
和

秀
「
近
代
民
主
主
義
と
近
代
国
家
の
狭
間
に
落
ち
込
ん
だ
尊
厳
」、
河
原
祐
馬
・
植
村
和
秀
編
『
外
国
人
参
政
権
問
題
の
国
際
比
較
』（
昭
和
堂
、

二
〇
〇
六
年
）、
一
―
一
三
頁
及
び
三
一
七
―
三
二
七
頁
参
照
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
外
国
人
参
政
権
問
題
に
つ
い
て
は
、
長
尾
一
紘

『
外
国
人
の
参
政
権
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
近
藤
敦
『
外
国
人
参
政
権
と
国
籍
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
も
詳
し
い
。



スペイン憲法裁判所における条約の合憲性審査

31

（
45
）  D

TC （25

）, pp. 460 -479.

（
46
）  

ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
概
念
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、JO

RG
E D
E ESTEBAN, op. cit （28

）, pp. 173 -206. 

が
詳
し
い
。

（
47
）  

憲
法
改
正
の
た
め
の
国
民
投
票
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
〇
年
の
「
各
種
の
国
民
投
票
に
つ
い
て
定
め
る
組
織
法
」
が
規
定
し
、
民
主
化
後
（
独

裁
者
フ
ラ
ン
コ
の
死
後
）
の
一
九
七
六
年
の
政
治
改
革
法
、
一
九
七
八
年
の
憲
法
、
一
九
八
六
年
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
残
留
の
是
非
、
二
〇
〇
五
年
の
欧

州
憲
法
条
約
批
准
の
是
非
に
つ
い
て
計
四
回
の
国
民
投
票
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
事
例
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
国
民
投

票
を
あ
る
程
度
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ら
れ
る
と
い
う
見
通
し
の
立
つ
も
の
に
限
っ
て
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
48
）  FERN

A
N
D
O
 D
ÍEZ M

O
REN

O, España

―la ratificación de M
aastricht: Politica exterior, Vol. V

I, N
úm
. 30, 

（Estudios de 
Política Exterior, M

adrid, 1992 -1993

）, pp. 90 -91. Cf. ARTEM
I RALLO

 LO
M
BARTE, El tratado de M

aastricht y el derecho de 
sufragio de los extranjeros en España: Revista de D

erecho Político, núm
. 36, （M

adrid, 1992

）, pp. 102 -106.

（
49
）  

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ズ
の
市
民
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
民
に
対
し
て
地
方
議
会
選
挙
へ
の
参
加
を
認
め
て
い
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル

は
、
一
九
八
九
年
の
法
律
で
す
べ
て
の
外
国
人
に
対
し
て
相
互
主
義
の
留
保
の
下
で
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
〇 

二
―
一
〇
三
頁
参
照
。
安
江
則
子
「
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
と
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
改
正
」『
日
本
Ｅ
Ｃ
学
会
年
報
』
第
一
三
号
（
一
九
九
二
年
）、

一
〇
〇
頁
参
照
。

（
50
）  ARTEM

I, ibíd （48

）.

（
51
）  Idem

.

（
52
）  D

TC 1/2004, de 13 de diciem
bre. 《BO

E
》 de 4 de enero de 2005.

（
53
）  JU

AN
 M
AN
U
EL G

O
IG
 M
ARTÍN

EZ, CAYETAN
O
 N
Ú
Ñ
EZ RIV

ERO, M
ARÍA N

Ú
Ñ
EZ M

ARTÍN
EZ, El Sistem

a Constitu-
cional Español según la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

（Editorial U
niversitas Internacional, M

adrid, 2004

）, pp. 
97 -109.

（
54
）  

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
権
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
規
子
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
権
制
定
と
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
」 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
形
成

―
外
国

人
地
方
参
政
権
を
認
め
た
フ
ラ
ン
ス
の
結
果

―
」『
日
本
Ｅ
Ｕ
学
会
年
報
』
第
二
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）、
二
一
二
―
二
三
〇
頁
、
土
谷
岳
史

「
Ｅ
Ｕ
と
民
主
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

―
第
３
国
国
民
の
包
摂
を
中
心
に

―
」『
日
本
Ｅ
Ｕ
学
会
年
報
』
第
二
五
号
（
二
〇
〇
五
年
）、
二
四

四
―
二
六
六
頁
が
詳
し
い
。

（
55
）  JU

AN
 FERN

AN
D
O, ibíd （22

）., pp. 451 -454.
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（
56
）  

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
条
約
批
准
に
関
し
て
検
討
し
て
い
る
文
献
と
し
て
、JO

SU
 de M

IG
U
EL, Capítulo 3 España: Justicia Constitucional 

y U
nión Europea 

―U
n studio com

parado de las experiencias de A
lem
ania, A

ustria, España, Francia, Itaria y Portugal, JAV
IER 

TAJAD
U
RA y JO

SU
 de M

IG
U
EL （Coord.

）, （Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, M
adrid, 2008

）, pp. 137 -177.

が

あ
る
。

（
57
）  
国
務
院
は
、
内
閣
の
最
高
諮
問
機
関
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
行
政
裁
判
管
轄
権
は
有
し
て
お
ら
ず
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た

諮
問
事
項
に
つ
い
て
答
申
を
行
う
。
そ
の
際
、
採
択
さ
れ
た
報
告
書
は
拘
束
力
を
有
し
な
い
（
憲
法
第
一
〇
七
条
）。

（
58
）   JU

AN
 FERN

AN
D
O
 LÓ
PEZ AG

U
ILAR, M

aastricht y la problem
atica de la reform

a de la Constitución 

（U
nión Europea, 

derechos de los extranjeros y reform
a constitucional: teoría y case study

）: Revista de Estudios Políticos, núm
. 77, 

（Centro de 
Estudios Políticos Constitucionales, M

adrid, 1992

）, p. 81.

（
59
）  ARTEM

I, op. cit （48
）, p. 118.

（
60
）  ARACERI M

AN
G
AS M

ARTÍN, op. cit （48

）., p. 392.

（
61
）  Idem

., pp. 391 y 392.

（
62
）  ARTEM

I, op. cit （48

）, p. 119.

（
63
）  JU

AN
 FERN

AN
D
O, ibíd （58

）, p. 81.

（
64
）  M

AN
U
EL ARAG

Ó
N
 REYES, La Constitución española y el Tratado de la U

nión Europea

―la reform
a de la Constitución: 

Revista Española de D
erecho Constitucional, núm

. 42, 

（Centro de Estudios Políticos Constitucionales, M
adrid, 1994

）, pp. 24 -
25.

（
65
）  ARTEM
I, op. cit （48

）, p. 120.

（
66
）  

憲
法
第
二
三
条
第
二
項
「
同
様
（
市
民
は
普
通
選
挙
に
お
い
て
…
…
参
政
権
を
有
す
る
）
に
、「
市
民
（ciudadanos

）」
は
、
法
律
に
定
め
る

用
件
に
従
い
、
公
職
に
就
く
権
利
を
有
す
る
」。
こ
の
条
文
上
の
市
民
と
は
ス
ペ
イ
ン
市
民
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
九
九
三
年
の
法

律
に
よ
り
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
国
（
当
時
）
の
国
民
が
、
研
究
、
教
育
、
郵
便
、
医
療
な
ど
の
公
務
に
国
民
と
同
じ
条
件
で
就
く
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

近
藤
・
前
掲
注
（
44
）、
一
六
七
頁
参
照
。

（
67
）  JU

AN
 FERN

AN
D
O, ibid （58

）, p. 81.

（
68
）  

憲
法
第
一
六
八
条
第
一
項
「
憲
法
の
全
面
改
正
、
ま
た
は
序
編
、
第
一
編
第
二
章
第
一
節
も
し
く
は
第
二
編
に
関
す
る
部
分
改
正
が
提
案
さ
れ
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た
と
き
は
、
各
議
院
の
三
分
の
二
の
多
数
で
そ
の
原
則
を
可
決
し
、
直
ち
に
国
会
を
解
散
す
る
」。

（
69
）  ARTEM

I, op. cit （48

）, p. 121.
（
70
）  ARTEM

I, idem
.

（
71
）  SALVAD

O
R RO

D
RÍG
U
EZ ARTACH

O

著
、
池
田
実
訳
「
第
二
章
　
憲
法
」
日
本
ス
ペ
イ
ン
法
研
究
会
・
サ
ラ
ゴ
サ
大
学
法
学
部
・

N
ichiza

日
本
法
研
究
班
共
編
『
現
代
ス
ペ
イ
ン
法
入
門
』（
嵯
峨
野
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）、
六
六
―
六
八
頁
参
照
。

野
口
　
健
格
（
の
ぐ
ち
　
た
け
の
り
）

　
所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
　
神
田
外
語
大
学
・
東
洋
英
和
女
学
院
大
学
非
常
勤
講
師

　
最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　
所
属
学
会
　
　
憲
法
理
論
研
究
会
、
比
較
憲
法
学
会
、
日
本
ス
ペ
イ
ン
法
研
究
会

　
専
攻
領
域
　
　
憲
法
、
ス
ペ
イ
ン
法

　
主
要
著
作
　
　 「
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
二
つ
の
憲
法
改
正
手
続
条
項
の
意
義
」『
法
学
政
治
学
論
究
』

第
八
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　 「
ス
ペ
イ
ン
公
文
書
法
制
と
歴
史
記
憶
法
に
お
け
る
公
文
書
へ
の
ア
ク
セ
ス

―
市

民
に
対
す
る
公
的
記
録
へ
の
ア
ク
セ
ス
保
障
の
進
展

―
」『
中
京
大
学
社
会
科
学

研
究
』
第
三
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
）

　
　
　
　
　
　
　 「
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
憲
法
改
正
の
実
質
的
限
界
論
」『
危
機
的
状
況
と
憲
法
〈
憲
法

理
論
叢
書
20
〉』（
敬
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）


